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説

侵
害
不
当
利
得
法
の
現
状

論
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本
稿
は
、

'" H 

口市
moZ白
2
0白
内
-

同ハ

Oロ門日目
rtoロ印『巾円『門戸』門町内

。
巾
者
百
ロ
訂
巾
同
-mzzm町田
-u
巾

出。『丘一

国内-ロ「四円
F

』
白

roσ
凹・

-zn『ロヨ

間
g
n
F
E
E
-円宮市吋∞
E
M
こ
-n-
∞

玄

OF「
-
5
8
の
内
ロ

l
マ
法
研
究
に
あ
て
ら
れ
た
本
論
を
除
く
、
結
章
「
現
代
の
不
当
利
得
法
の
下
で
の

利
益
の
返
還
(
の

2
-
E
F
R包
括
与
町
田
口

F
2
t間一吉田内
CE-rtoロ
印
『
巾
円
『
門
)
」
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

(
1
)
 

ヤ
コ
ブ
ス
は
、
そ
の
研
究
の
始
め
か
ら
不
当
利
得
法
の
領
域
を
主
な
テ

l
マ
と
す
る
ロ

l
マ
法
学
者
で
あ
る
が
、
現
代
の
ド
イ
ツ
の
不
当

(
2
)
 

利
得
法
の
通
説
(
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
グ
・
ケ
メ
ラ

l
説
)
と
は
、
そ
の
基
本
的
態
度
を
異
に
す
る
。
通
説
は
、
侵
害
不
当
利
得
を
「
割
り
当
て
内

容

(NE話
再

Z
E四日間巾
E
Z
)
」
を
持
っ
た
権
利
の
侵
害
に
よ
り
成
立
し
、
し
か
も
そ
の
効
果
は
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
客
観
的
価
値
(
。

ε島門戸〈巾「

(
3
)
 

垣
市
三
、
即
ち
市
場
で
の
取
引
価
格

2
2
Z
F「
回
当
巾
ユ
)
と
理
解
す
る
。
だ
か
ら
通
説
は
、
割
り
当
て
内
容
説

(N52-∞ロロ岡田
5
2
Z巾
)
と
ネ

l

(4) 

ミ
ン
グ
さ
れ
、
例
え
ば
無
権
利
者
が
他
人
の
物
を
有
効
に
処
分
し
た
場
合
も
、
無
権
利
者
の
権
利
者
へ
の
返
還
義
務
は
「
売
得
金

(FZ印)」

で
は
な
く
物
の
市
場
価
値
を
指
示
す
る
。

)
れ
に
対
し
て
、

ヤ
コ
ブ
ス
は
、
違
法
な
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
利
益
百

2
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(島田円

Z
1
2
)
す
る
こ
と
が
不
当
利
得
制
度
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
、
利
得
債
務
者
に
対
し
て
侵
害
さ
れ
た
物
の
市
場
価
格
を
超
え
た
利
益

乃
至
は
売
得
金
の
返
還
を
命
ず
る
の
で
あ
る
。

(5) 

(河内円
y
g
g広
三
四

r
2
Z
5
2
2巾
)
と
呼
ば
れ
る
。

(
割
り
当
て
内
容
説
)

と
の
対
比
で
、
違
法
性
説

だ
か
ら
こ
の
立
場
は
、

通
説

本
書
で
も
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
い
ロ
円
「

E
B
2
5伺
。
己
主

5
5
(法
律
行
為
に
よ
る
利
益
)
E
|
|
こ
こ
に
前
述
の

「
売
得
金
(
何
ユ
宮
ご
も
含
ま
れ

る

i
1
に
関
す
る
ロ

l
マ
法
源

(E口
一
広
告
曲
目
的
門
・

0
Z
-
少
N
H
)

の
解
釈
を
契
機
と
し
て
、
通
説
を
批
判
す
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
右
の
パ
ウ

ル
ス
の
法
文
を
検
討
し
た
上
で
、
現
在
の
通
説
は
「
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
」
と
「
物
に
よ
る
利
益

(
Z円『ロ
B
m
H
「
巾
ご
の
分
類
と
い
う
長

期
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
誤
解
の
伝
統
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
履
行
不
能
に
よ
り
債
務
者
が
取
得
し
た
代
償

物
(
何
『
Z
R
)
の
返
還
を
規
定
す
る

B
G
B
二
八
一
条
|
|
現
在
の
通
説
的
見
解
で
は
、
代
償
物
に
は
「
物
に
よ
る
利
得

2
5
2日
2
5
)
」

の
み
な
ら
ず
、
寸
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
」
も
含
む
と
さ
れ
て
い
る
)

(
例
え
ば
、
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
、
損
害
保
険
金
)

ー
ー
を
侵
害
取
得

a
g
m『五回巾『
4
2『σ)
の
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
シ
ュ
ル
ツ
(
司
コ

R
P
E
S
-
-
ヤ
コ
ブ
ス
自
身
の
学
説
の
背
景
と
な

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

っ
て
い
る

l
ー
は
、
同
条
及
び

「
法
律
行
為
に
よ
る
取
得
」
を
正
し
く
位
置
づ
け
て
い
る
と
再
評
価
す
る
。
ま
た
、
(
侵
害
不
当
利
得
の
み

な
ら
ず
)
不
当
利
得
の
効
果
一
般
に
つ
き
、
利
得
債
務
者
が
「
取
得
し
た
も
の

S
S
T
-
E
m互
」

の
客
観
的
価
値

i
l
こ
れ
が
通
説
の
立

場
で
あ
る
ー
ー
で
は
な
く
、
利
得
債
務
者
の
財
産
状
態
に
生
じ
た
差
額
に
従
っ
て
主
観
的
に
(
印
与
完
E
Z
)
算
定
す
る
と
い
う
学
説
1

1
通

説
の
客
観
的
価
値
概
念
に
対
し
「
主
観
的
価
値
概
念

3
5完
E
〈
句
巧

R
S晶
コ
ロ
)
」
を
言
、
っ
ー
ー
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
主
観
的
価

値
説
に
依
れ
ば
、
売
得
金
、
即
ち
「
法
律
行
為
に
よ
る
利
得
」
も
当
然
不
当
利
得
返
還
請
求
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ヤ
コ
ブ

(
6
)
 

ス
は
、
シ
ュ
ル
ツ
及
び
自
己
の
学
説
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

他
方
で
ヤ
コ
ブ
ス
が
批
判
の
対
象
と
す
る
の
は
ケ
メ
ラ

l
説
で
あ
る
が
、
主
な
標
的
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
観
的
価
値
説
に
対
し
て
通

説
(
ケ
メ
ラ

l
説
)

の
護
教
的
立
場
か
ら
書
か
れ
た
、

ラ

l
レ
ン
ツ
(
穴

R
-
F
R
g
N
)
の
論
文
(
N
E

『∞
E
2
Zロ
間

S
2
3垣市吋
Z
Z巳
N
g
E
5
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説

F
Z
E岡市『巳口問印『巾円
Z-
百
七
∞
田
宮
『
何
『
ロ
え
の
白
巾
E
B
巾『巾吋・

5
叶∞・

ω
N
0
2円
)
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
が
本
書
で
企
て
た
パ
ウ
ル
ス
の
法
文
の

検
討
及
び
そ
の
解
釈
で
は
な
く
ヤ
コ
ブ
ス
が
ロ
ー
マ
法
文
か
ら
引
き
出
し
た
帰
結
と
現
代
法
と
を
対
照
す
る
の
が
本
稿
で
の
筆
者
の
役
割
で

論

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

ま
ず
右
で
ふ
れ
た
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
を
ヤ
コ
ブ
ス
の
主
張
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
限
り
で
概
観
す
る
こ

と
と
す
る
。

2 

ヤ
コ
ブ
ス
の
学
説
乃
至
は
本
書
の
執
筆
の
第
一
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
シ
ユ
ル
ツ
を
晴
矢
と
す
る
違
法
性
説
で
あ
る
。
シ
ユ

ル
ツ
は
不
当
利
得
法
一
般
に
つ
き
一
元
的
な
請
求
の
基
礎
を
求
め
、

し
か
も
そ
の
根
拠
を
利
得
債
務
者
の
侵
害
行
為
の
違
法
性
に
求
め
た
。

た
と
え
過
責
は
な
く
と
も
他
人
の
債
権
、
所
有
権
、
無
体
財
産
権
を
違
法
に
(
項
目
号
『

2nz-EH)
侵
害
し
た
者
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
取
得
し

た
利
益
を
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
侵
害
に
よ
る
取
得
(
何
百
四
円
五
回
句
巧

2
5
が
一
般
的
な
不
当
利
得
の
規
定

(
B
G

て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、

さ
ら
に

B
G
B
二
八
一
条
(
代
償
請
求
)
、
八
一
六
条
(
無
権
利
者
に
よ
る
他
人
の
物
の
処
分
)
等
に
基
づ
い

(
7
)
 

と
い
う
の
が
シ
ュ
ル
ツ
の
構
想
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
シ
ュ
ル
ツ
の
学
説
は
、
不
当
利
得
を
類
型
的
に
|
|
請
求
権
の

B
八
一
二
条
l
八
二
二
条
)

基
礎
を
利
得
の
不
当
性
に
従
っ
て
、
契
約
の
巻
き
戻
し
た
る
給
付
不
当
利
得
と
侵
害
不
当
利
得
を
中
心
と
す
る
非
給
付
不
当
利
得
と
に
分
け

一
元
的
に
違
法
性
を
不
当
利
得
の
根
拠
と
す
る
点
、
及
び
効
果
論
で
は
客
観
的
価
値
賠
償
を
出
発
点

の
返
還
を
指
示
す
る
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
他
人
の
物
を
無
権
限
で
利
用
、
費
消
、

て
i
1
考
察
す
る
現
在
の
通
説
と
は
、

と
す
る
通
説
と
利
益
(
例
え
ば
、
売
得
金
)

処
分
す
る
、
不
法
行
為
と
も
競
合
す
る
よ
う
な
侵
害
不
当
利
得
の
局
面
と
は
異
な
り
、
給
付
受
領
を
即
座
に
違
法
と
言
う
こ
と
は
妥
当
で
は

(
8
)
 

な
い
。
又
、
禁
止
規
範
に
抵
触
し
た
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
た
と
き
も
、
総
て
こ
れ
が
不
当
利
得
返
還
請
求
の
対
象
と
な
る
訳

(
9
)
 

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
他
人
の
営
業
の
議
誇
に
よ
っ
て
他
人
の
売
り
上
げ
を
減
少
さ
せ
自
己
の
利
益
を
増
大
さ
せ
た
場
合
。
だ
か
ら
違
法
性

説
は
不
当
利
得
一
般
の
理
論
と
し
て
は
現
在
で
は
克
服
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
侵
害
不
当
利
得
の
基
礎
づ
け
と
し
て
言
及
さ
れ
る
に

北法44(6・172)1584



(
印
)

す
ぎ
な
い
。
又
、
シ
ユ
ル
ツ
の
系
譜
を
引
く
(
違
法
性
説
の
論
者
と
き
れ
る
)
者
も
侵
害
行
為
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
侵
害
の
対
象
と
な
る
権

(
日
)

利
乃
至
利
益
の
内
容
に
注
目
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヤ
コ
ブ
ス
も
、
シ
ユ
ル
ツ
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
シ

ユ
ル
ツ
の
説
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
ず
か
っ
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
し
、
違
法
な
行
為
に
よ
る
財
貨
増
大
が
総
て
不
当
利
得
と
な
る
の
で
は

な
く
、
他
人
の
権
利
の
侵
害
に
よ
っ
て
得
た
財
貨
の
増
大
で
し
か
も
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
権
利
が
帰
属
す
る
者
に
対
し
て
不
当

(ロ)

(E岡市
吋

2
Z
P
E
m
C
な
場
合
に
不
当
利
得
で
あ
る
と
き
守
7
0
だ
か
ら
違
法
性
説
の
妥
当
す
る
の
は
専
ら
侵
害
不
当
利
得
の
局
面
に
収
品
服
さ
れ
、

侵
害
さ
れ
る
権
利
内
容
の
吟
味
へ
と
重
点
が
移
っ
て
く
る
。
違
法
性
説
は
、
通
説
が
侵
害
不
当
利
得
の
成
立
す
る
の
は
割
り
当
て
内
容
を
持

っ
た
権
利
の
侵
害
|
|
具
体
的
に
は
、
絶
対
権
、
そ
の
他
の
権
利

l
に
限
ら
れ
る
と
説
く
こ
と
を
、
結
論
か
ら
効
果
を
引
き
出
す
も
の
で

(
日
)

で
あ
る
な
ど
と
批
判
す
る
。
し
か
し
違
法
性
説
で
も
、

「
空
虚
な
定
式
」

一
般
に
侵
害
不
当
利
得
の
成
立
す
る
局
面
を
限
界
づ
け
る
よ
う
な

(
H
H
)
 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
)

定
式
が
用
意
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
違
法
性
説
の
論
者
(
シ
ュ
ル
ツ
、

ヤ
コ
プ
ス
、

の
主
張
の
目
的
乃
至
実

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

益
は
、
割
り
当
て
内
容
を
持
っ
た
権
利
、
即
ち
絶
対
権
に
ふ
さ
わ
し
い
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
が
限
界
線
で
争
わ
れ
て
い
る
、
無

(
日
)

体
財
産
権
、
商
標
権
、
営
業
権
等
の
局
面
に
不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
だ
か
ら
侵
害
不
当
利
得
の

(
日
山
)

要
件
論
で
は
違
法
性
説
は
割
り
当
て
内
容
説
に
接
近
し
て
き
て
い
る
と
か
、
割
り
当
て
内
容
説
を
補
完
し
て
き
た
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
効
果
論
で
は
、

本

書

で

も

ヤ

コ

ブ

ス

が

強

調

す

る

よ

う

に

、

不

当

利

得

を

不

法

行

為

と

の

対

比

(
C
E
r
F
E
ロ
m
a
g

p
g号
ロ
巾
『

Z
R四
a
g
r
g∞
)
で
捉
え
、
利
得
債
権
者
の
損
失
で
は
な
く
利
得
債
務
者
が
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
利
益
を
返
還
の

対
象
と
し
て
指
示
す
る
と
い
う
違
い
が
残
っ
て
い
る
。
但
し
、
違
法
性
説
、
例
え
ば
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
割
り
当
て
内
容
と
い
う
定
式
か
ら
は
客

観
的
価
値
賠
償
と
い
う
積
極
的
な
帰
結
は
導
出
で
き
な
い
と
批
判
す
る
が
、
違
法
性
説
の
側
か
ら
侵
害
行
為
に
よ
る
利
得
保
有
は
不
当
で
あ

る
と
い
う
以
上
の
説
得
的
な
効
果
論
が
展
開
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
却
っ
て
、
通
説
の
側
か
ら
、
利
益
の
返
還
は
、
不
当
利
得
と
は
根

拠
を
異
に
す
る
、
他
人
の
権
利
の
故
意
の
侵
害
、
具
体
的
に
は
準
事
務
管
理
の
視
点
か
ら
だ
け
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
比
較
法
的
視
点
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説

(
げ
)

か
ら
の
反
論
が
返
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
違
法
性
説
は
、
侵
害
不
当
利
得
を
不
法
行
為
と
の
連
続
性
で
捉
え
る
|
|
そ
し

司

自問

て
、
こ
れ
が
絶
対
権
の
反
動
的
請
求
と
い
う
通
説
の
侵
害
不
当
利
得
の
基
礎
づ
け
へ
と
連
続
し
て
い
く
と
想
像
さ
れ
る
ー
ー
と
い
う
功
績
は

(
問
)

と
も
か
く
、
不
当
利
得
一
般
の
理
論
と
し
て
は
、
通
説
に
対
比
さ
れ
る
地
位
を
失
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
違
法
性
説
と
は
異
な
っ
た
系
譜
か
ら
|
|
専
ら
効
果
論
か
ら
|
l
、
不
当
利
得
返
還
請
求
の
効
果
は
、
利
得
が
利
得
債

務
者
に
も
た
ら
し
た
具
体
的
な
財
貨
の
増
大
と
い
う
意
味
で
主
観
的
に
算
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
者
が
現
わ
れ
、
現
在
あ
る
程
度
の

3 
広
が
り
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
主
観
的
価
値
説
は
、

一
方
で
不
法
行
為
は
被
害
者
に
発
生
し
た
損
失
(
Z
父
宮
巾
5
の
填
補

を
目
的
と
し
、
他
方
で
不
当
利
得
は
利
得
者
の
取
得
し
た
利
益

2
2
5
3
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
説
く
。
だ
か
ら
不
当
利
得

は
不
法
行
為
の
反
対
形
相
で
あ
る
さ
g
r
F『
口
口
問
己

g
p
Z号
5
2え
お

E
E
Z
E
)
と
い
う
認
識
に
立
つ
点
で
、
主
観
的
価
値
説
は
違
法
性

説
と
軌
を
一
に
す
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
思
わ
ぬ
所
か
ら
新
た
な
援
軍
を
得
た
の
で
あ
る
。
主
観
的
価
値
説
の
主
な
提
唱
者
は
、

コ
ッ
ペ
ン
、
ン

ユ
タ
イ
ナ

1
2
2∞ーの
g
話
回
ハ
。

3
2日
常
百
四
『
)
と
レ
l
プ
富
山
門

B
E河
内
内

σ)
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
ま
ず
|
|
時
期
的
に
も
先
行
し
、
不
当

利
得
一
般
の
効
果
と
し
て
主
観
的
価
値
概
念
を
指
示
す
る
|
|
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

不
当
利
得
返
還
請
求
の
効
果
に
あ
て
ら
れ
た

B
G
B
八
一
八
条
一
項
は
現
物
返
還
更
に
収
益
(
司
「
ロ
円
宮
)
及
び
代
位
物
(
∞
ロ
円
『
O

官
。
へ
の
請

求
の
拡
大
を
、
同
二
項
は
現
物
返
還
不
能
の
際
の
価
値
賠
償
(
ぎ

2
g
g白
豆
、
三
項
は
利
得
債
務
者
が
善
意
の
場
合
の
現
存
利
得
へ
の
返
還

(
M
M
)
 

を
定
め
て
い
る
。
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
の
基

義
務
の
制
限
(
同
四
項
及
び
八
一
九
条
は
訴
訟
係
属
及
び
悪
意
の
利
得
債
務
者
の
責
任
)

本
的
な
ア
イ
デ
ア
は
、
価
値
賠
償
を
定
め
た

B
G
B
八
一
人
条
二
項
の
規
定
は
不
当
利
得
の
効
果
を
規
定
す
る
独
自
の
規
範
的
意
味
を
持
た

三
項
の
清
算
の
原
則
と
調
和
す
る
よ
う
二
項
は
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
彼

は
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
で
同
条
一
一
環
は
返
還
請
求
を
収
益
、
代
位
物
に
ま
で
広
げ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
債
務
者
に
不
利
で
あ
り
、
三
項
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
同
条
一
項
、

北法44(6・174)1586



請
求
を
現
存
利
得
に
限
っ
て
い
る
点
で
債
務
者
に
有
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
の
場
合
で
も
不
当
利
得
返
還
請
求
は
利
得
債
務
者
を
利

得
移
動
が
な
か
っ
た
場
合
よ
り
も
貧
し
く
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
最
高
次
の
原
則
は
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
か
ら

自
の
規
範
を
含
ま
な
い
)
二
項
の
価
値
賠
償
は
、
当
初
か
ら
利
得
債
務
者
の
財
産
上
の
差
額
に
即
し
て
主
観
的
・
具
体
的
に
把
握
さ
る
べ
き

(
初
)

だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
観
的
価
値
概
念
導
出
の
骨
子
で
あ
る
。
そ
の
上
で
彼
は
幾
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
、
通
説
を
批
判
す
る
。
第
一
は
、

い
わ
ゆ
る
「
押
し
つ
け
利
得
(
富
岡
岡
市
奇
跡
ロ
間
宮
∞
2
2
n
v
m
E
口
問
)
」
|
|
例
え
ば
隣
接
し
た
農
地
を
錯
誤
に
よ
っ
て
耕
作
し
た
農
夫
が
隣
接
地

の
所
有
者
に
対
し
て
、
労
務
の
市
場
価
値
(
客
観
的
価
値
)
に
即
し
て
価
値
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
、
不
当
で
あ
ろ
う
|
|
の
取
り
扱
い
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
客
観
的
価
値
賠
償
を
前
提
と
し
た
様
々
の
解
決
は
い
ず
れ
も
挫
折
し
て
お
り
、
利
得
を
利
得
債
務
者
の
財
産
計
画
に
即
し

(
幻
)

て
具
体
的
に
(
そ
の
意
味
で
、
主
観
的
に
)
決
定
す
る
他
は
な
い
。
第
二
は
、
無
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
給
付
さ
れ
た
物
が
売
却
さ
れ
た
場

合
の
価
値
賠
償
の
あ
り
方
で
あ
る
。
通
説
は
こ
こ
で
善
意
の
利
得
債
務
者
に
対
し
て
、
目
的
物
の
市
場
価
値
を
上
回
る
売
得
金
の
返
還
を
認

め
な
い
。
し
か
し
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ

l
は
次
の
様
な
論
拠
か
ら
売
得
金
の
返
還
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
八
一
八
条
二
項
、

パウルス文(D.18. 4. 21)の解釈史

三
項
の
示
す
リ
ス
ク
分
配
で
あ
る
。
即
ち
一
方
で
市
場
価
格
よ
り
安
価
で
物
が
売
却
さ
れ
た
場
合
も
債
権
者
は
そ
の
売
得
金
の
返
還
請
求
に

甘
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
他
方
高
額
な
売
得
金
を
請
求
で
き
る
と
い
う
、
損
失
と
利
得
を
挙
げ
る
機
会
の
バ
ラ
ン
ス
が
画
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、
履
行
不
能
の
場
合
に
代
償
請
求
を
定
め
る

B
G
B
二
八
一
条
は
、
売
得
金
の
返
還
も
認
め
て
お
り
、
同
条
と
八

一
八
条
二
項
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
も
売
得
金
の
返
還
は
首
肯
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
は
無
権
利
者
に
よ
る
他
人
の
物
の
有
効
な
処
分
(
例

え
ば
、
第
三
者
の
善
意
取
得
)

を
定
め
た
八
一
ム
ハ
条
一
項
一
文
は
、
無
権
限
者
の
原
所
有
者
へ
の
「
処
分
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

S
R与

全
吊
〈
巾
『
宮
間
E
口問

t
F
Z口
問
丹
市
ロ
)
」
の
返
還
義
務
を
指
示
す
る
が
、
こ
こ
で
は
売
得
金
が
返
還
請
求
の
対
象
と
さ
れ
る
。
確
か
に
契
約
に
基
づ

い
て
給
付
さ
れ
た
物
の
所
有
権
は

(
無
因
原
則
に
よ
り
)
利
得
債
務
者
に
移
転
し
無
権
利
者
の
処
分
と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
。
し
か
し
債
務
者
の
所
有
権
取
得
は
第
三
者
と
の
関
係
で
だ
け
意
味
を
持
ち
、
契
約
当
事
者
間
で
の
利
益
状
況
は
八
一
六
条
一
項
一 5虫
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説

(n) 

文
の
場
合
と
変
わ
り
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
八
一
八
条
二
項
は
八
一
六
条
一
項
一
文
の
評
価
と
調
整
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
は
、

論

他
人
の
権
利
の
利
用
・
費
消
の
場
合
の
処
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
通
説
は
「
出
費
の
節
約
」
と
い
う
理
論
で
善
意
で
は
あ
る
が
無
権
限
で
他

人
の
権
利
対
象
を
利
用
し
た
者
に
、
利
用
の
市
場
価
格
の
返
還
を
命
ず
る
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
こ
で
も
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ

l
は
、
何

故
実
際
上
客
観
的
価
値
相
当
の
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
債
務
者
に
現
実
の
利
得
以
上
の
賠
償
義
務
を
課
す
の
か
、
又
他
方
市
場
価
値
を
超
え

(
お
)

と
い
う
疑
問
を
呈
示
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
損
失
と
利
益
の
分
配
と
い
う
視

て
利
得
し
た
利
得
債
務
者
か
ら
利
益
を
剥
奪
で
き
な
い
の
か
、

点
は
、
悪
意
の
利
得
者
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
悪
意
の
利
得
者
は
|
|
不
当
利
得
で
も
信
義
則
の
適
用
は
排
除
さ
れ
な
い
か
ら
|
|
自
己

の
行
為
に
矛
盾
す
る
主
張
は
許
さ
れ
ず
(
〈
巾
E
2
8三
Z
F円
吉
田
官
。
胃
E
g
)
市
場
価
値
以
下
の
利
益
し
か
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
主

(μ) 

張
は
許
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
の
主
張
は
、
損
失
と
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
利
得
当
事
者
聞
の
危
険
分
配
の
ル

l

ル
を
定
立
す
る
が
、
主
な
問
題
関
心
は
個
別
的
問
題
の
解
決
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

レ
l
プ
も
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
を
援
用
し
て
主
観
的
価
値
説
に
与
す
る
。
レ

l
プ
も

B
G
B
八
一
八
条
三
項
が
「
不
当
利
得
返
還
請

求
権
は
利
得
債
務
者
に
損
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
不
当
利
得
の
最
高
次
の
原
則
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
、

の
こ
と
か
ら
一
方
で
利
得
債
務
者
の
下
で
の
利
得
消
滅
の
危
険
を
利
得
債
権
者
が
甘
受
す
る
な
ら
、
他
方
で
利
得
債
権
者
は
債
務
者
の
取
得

し
た
利
益
(
色
。
巾
2d

(刊お
ω)

ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
危
険
分
配
完

E
E
Z『
E
Zロ
悶
)
が
は
か
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
か
ら
、
八
一
八
条
二

項
の
価
値
賠
償
は
主
観
的
に
算
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
命
題
に
依
拠
す
る
レ

l
プ
が
、
他
人
の
物
の
処
分
、
無
体

財
産
権
の
侵
害
で
客
観
的
価
値
(
市
場
価
値
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
)
以
上
の
賠
償
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
通
説
を
批
判
し
、
利
益
の
返
還
を

(
お
)

主
張
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
又
、
他
人
の
権
利
内
容
の
無
権
限
の
利
用
の
ケ

1
ス
で
は
、
市
場
価
値
相
当
の
利
益
を
あ
げ
な
か
っ
た

(幻〉

債
務
者
に
通
常
の
使
用
料
の
返
還
義
務
を
課
す
こ
と
も
、
彼
の
い
う
不
当
利
得
の
最
高
次
の
原
則
に
反
す
る
。
悪
意
者
が
現
存
利
得
へ
の
返

北法44(6・176)1588
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還
請
求
の
縮
減
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
が
信
義
則
に
よ
る
こ
と
は
、
レ

1
プ
も
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
!
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
レ

l
プ

が
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
!
と
異
な
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
危
険
の
分
配
は
、
当
事
者
間
に
契
約
関
係
の
存
在
し
な
か
っ
た
非
給
付
不
当

利
得
の
局
面
に
だ
け
妥
当
す
る
の
で
あ
り
、
特
に
双
務
契
約
の
巻
き
戻
し
が
問
題
と
な
る
給
付
不
当
利
得
で
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
無
効
と
な
っ
て
も
双
務
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
利
得
債
権
者
、
利
得
債
務
者
双
方

で
自
由
に
「
財
産
上
の
決
定
合
ミ
ヨ
布
市
回
目
白
島
田
岡
市

H
E
Z円
Z
E
E問
)
」
が
な
さ
れ
、

そ
の
限
り
で

B
G
B
八
一
八
条
二
項
の
危
険
分
配
は
排

除
さ
れ
て
い
る
。
給
付
当
事
者
の
財
産
上
の
決
定
と
は
、
自
己
の
給
付
(
例
え
ば
、
売
買
価
格
)

の
代
り
に
自
己
の
財
産
の
一
部
と
し
て
反

対
給
付
(
商
品
)

を
受
領
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
処
分
は
、
利
得
債
務
者
は
自
己
の
財
産
の
内
に
生
じ
た
誤
算
を

(
お
)

と
い
う
の
で
あ
る
。

利
得
債
権
者
に
移
動
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
契
約
の
両
当
事
者
に
帰
責
(
N
E
2円

Z
g
)
さ
れ
る
、

パウルス文(D.18. 4. 21)の解釈史

レ
l
プ
に
依
れ
ば
無
効
の
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
給
付
さ
れ
た
場
合
の
目
的
物
の
転
売
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。
又
、
契
約
に
基

づ
い
て
労
務
及
び
物
の
利
用
が
移
転
さ
れ
た
場
合
は
、
返
還
の
対
象
は
給
付
さ
れ
た
労
務
、
物
の
利
用
自
体
で
あ
り
、
そ
の
客
観
的
価
値
に

(m) 

依
る
。
但
し
レ

l
プ
も
契
約
に
よ
る
財
産
上
の
決
定
の
契
機
が
欠
知
す
る
場
合
、
即
ち
未
成
年
者
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
取
消
で
は
、
一
般

原
則
に
戻
っ
て
価
値
賠
償
は
具
体
的
・
主
観
的
に
決
定
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
要
す
る
に
レ

l
プ
は
コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
!
の

だ
か
ら
、

提
唱
す
る
危
険
分
配
を
整
理
し
た
上
で
、
給
付
不
当
利
得
の
局
面
で
は
当
事
者
の
意
思
的
モ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
こ
れ
を
制
限
づ
け
た
も
の
と

言
え
る
。
そ
の
結
果
、

レ
l
プ
の
認
め
る
利
益
の
返
還
は
侵
害
不
当
利
得
の
局
面
に
お
い
て
だ
け
成
立
す
る
。
そ
れ
故
、

コ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ

イ
ナ
!
と
は
異
な
り
、

レ
l
プ
は

B
G
B
二
八
一
条
を
利
益
の
返
還
を
基
礎
づ
け
る
為
に
参
照
し
て
は
い
な
い
。

4 

こ
の
よ
う
な
主
観
的
価
値
説
は
、

(
幻
)

ド
イ
ツ
の
不
当
利
得
法
学
説
に
少
な
か
ら
ぬ
賛
同
者
を
見
い
出
し
た
。
勿
論
、
全
面
的
に
多
く
の

(
匁
)

し
か
も
多
く
は
押
し
つ
け
利
得
の

学
説
が
主
観
的
価
値
説
に
鞍
替
え
し
た
訳
で
は
な
い
。
具
体
的
に
参
照
さ
れ
る
局
面
は
侵
害
不
当
利
得
、

北法44(6・177)1589



説

解
決
に
お
い
て
で
あ
る
。
他
人
の
物
を
無
権
限
で
処
分
し
た
場
合
、
物
の
市
場
価
格
の
返
還
義
務
を
課
す
か
そ
れ
と
も
こ
れ
を
超
え
る
売
得

金
の
請
求
を
も
認
め
る
か
は
、
評
価
の
分
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
押
し
つ
け
利
得
の
事
例
で
は
、
客
観
的
価
値
賠
償
を
認
め
る
の

論

は
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
客
観
的
価
値
賠
償
を
何
等
か
の
形
で
操
作
す
る
他
は
な
い
。
だ
か
ら
、
主
観
的
価
値
概
念
は
、

個
々
の
問
題
解
決
で
は
学
説
全
体
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
通
説
の
立
場
か
ら
反
論
を
加
え
た

(
お
)

ゲ
エ
ツ
ケ

2
2ロ
コ
円
F

の
0
2
N
Z
)
及
び
ラ

l
レ
ン
ツ
で
あ
る
。
ゲ
エ
ツ
ケ
の
反
論
は
方
法
論
的
、
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ー

の
が
、

レ
ン
ツ
は
ゲ
エ
ツ
ケ
の
論
文
を
継
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
機
能
的
で
あ
り
、
立
法
者
意
思
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、

ヤ
コ
ブ
ス
の
議
論
と
の
対
照
と
い
う
意
味
で
も
ラ

1
レ
ン
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
。

ラ
l
レ
ン
ツ
は
、
主
観
的
価
値
説
は
個
別
的
問
題
の
解
決
へ
の
努
力
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
、
具

体
的
妥
当
性
を
指
向
す
る
余
り
に
無
用
に
議
論
を
込
み
入
っ
た
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
又
、
主
観
的
価
値
説
の
説
く
解
決
が
本
当

(M) 

に
妥
当
な
も
の
か
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
の
上
で
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、
三
つ
の
側
面
か
ら
問
題
を
検
討
す
る
。
第
一
は
、
立
法
者
意
思
で

あ
る
。
第
一
次
委
員
会
は
価
値
賠
償
の
議
論
で
、
返
還
義
務
は
給
付
の
通
常
の
価
値
(
岡
市
宮
内

5
2
垣
内
吋
昨
日
仏

2
Z
E
E
m
)
の
補
償
で
あ
る
と

理
解
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
通
常
は
給
付
さ
れ
た
も
の
の
価
値
が
受
領
者
の
財
産
に
移
行
す
る
と
い
う
推
定
か
ら
」
出
発
し
て
い
た
。
そ
の

上
で
現
行
B
G
B
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消
滅
の
証
明
が
債
務
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
返
還
義
務
が
通
常
の

(
客
観
的
)
価
値
を

超
え
る
利
益
を
も
含
む
か
と
い
う
問
題
も
、
現
行
八
一
八
条
一
項
に
あ
た
る
規
定
が
第
一
次
草
案
で
は
「
返
還
及
ぴ
価
格
賠
償
の
義
務
は
、

受
領
者
が
給
付
さ
れ
た
も
の
か
ら
取
得
し
た
も
の
に
及
ぶ
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
第
二
次
委
員
会
で
現
行
規
定
の
文
言
に
改
め
ら
れ
た
と

い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
利
得
者
が
取
得
し
た
対
象
の
自
由
な
処
分
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
に
返
還
乃
至
価
値
賠
償
は
及
ば

な
い
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
取
得
に
関
し
て
は
価
値
賠
償
だ
け
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
、

は
っ
き
り
さ
せ
る
為
」
で
あ
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
は
こ

の
事
情
は
立
法
者
が
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
(
]
区
内
Z
B
巾
同
ロ
巾
問
。

E
E口
市
)
が
返
還
対
象
と
な
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
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る
、
と
し
て
い
る
。
又
、
文
言
通
り
解
せ
ば
売
得
金
も
返
還
対
象
と
な
り
そ
う
な

B
G
B
八
一
六
条
一
項
一
文
も
、
本
来
物
権
法
に
置
か
れ

て
い
た
規
定
で
あ
り
、
第
二
次
草
案
で
は
「
取
得
さ
れ
た
も
の
は
、
不
当
利
得
の
規
定
に
従
っ
て
L

返
還
す
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

同
条
を
不
当
利
得
の
下
に
組
み
入
れ
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
関
係
づ
け
が
不
要
と
さ
れ
た
、
と
ラ

1
レ
ン
ツ
は
推
測
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ

(
お
)

う
な
立
法
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
同
条
で
も
売
得
金
で
は
な
く
客
観
的
価
値
賠
償
を
指
示
す
る
ケ
メ
ラ

l
説
が
妥
当
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ラ
ー

レ
ン
ツ
の
持
ち
出
す
第
二
の
論
拠
は
、
判
例
の
態
度
で
あ
る
O
R
G
は
給
付
不
当
利
得
の
事
例
で
も
侵
害
不
当
利
得
の
局
面
で
も
、
客
観
的

(
お
)

と
ラ

l
レ
ン
ツ
は
評
価
す
る
。
さ
ら
に
ラ

l
レ
ン
ツ
は
主
観
的
価
値
説
を
要

価
値
賠
償
を
指
示
し
て
き
た
し
、

B
G
H
も
こ
れ
に
従
っ
た
、

約
し
た
上
で
、

ゲ
エ
ツ
ケ
の
同
説
に
対
す
る
批
判
は
、

B
G
B
八
一
八
条
二
項
の
価
値
賠
償
の
性
質
決
定
に
同
条
三
項
を
関
係
さ
せ
る
と
い

ぅ
、
同
説
の
骨
格
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
肯
繁
に
あ
た
る
と
評
価
す
る
。
但
し
、
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、
当
面
主
観
的
価
値
説
と
客
観
的
価
値

(
幻
)

説
の
優
劣
は
、
未
だ
決
定
し
て
い
な
い
と
言
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
第
三
に
客
観
的
価
値
説
に
依
っ
て
も
主
観
的
価
値
説
の
目
指
す
事
案
の
解

決
が
導
き
出
せ
な
い
の
か
、
又
後
者
が
前
者
よ
り
本
当
に
妥
当
な
解
決
を
も
た
ら
す
の
か
の
検
討
に
移
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
は
こ
れ
を
客
観
的

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

価
値
が
主
観
的
価
値
よ
り
低
い
場
合
と
高
い
場
合
に
分
け
て
検
討
す
る
。
ま
ず
前
者
で
は
、
無
効
な
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
給
付
さ
れ
た
物

の
再
譲
渡
に
よ
る
売
得
金

(
Z円
『
=
ヨ
巾
同
ロ
巾
問
。

E
gロ
巾
の
問
題
)

と
他
人
の
物
の
無
権
限
の
利
用
の
ケ

l
ス
で
あ
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、

」
こ
で
四
つ
の
論
点
を
検
討
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
客
観
的
価
値
賠
償
と

B
G
B
八
一
六
条
一
項
一
文
と
の
矛
盾
は
、
同
条
の
制
限
解
釈
に

よ
り
回
避
で
き
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
を
先
に
示
し
た
立
法
事
情
も
支
持
す
る
こ
と
の
確
認
。
二
つ
は
、
通
説
の
割
り
当
て
内
容
説
か
ら
も
客

観
的
価
値
賠
償
と
い
う
効
果
が
論
理
的
に
導
か
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
他
方
不
当
に
あ
げ
た
利
益
の
剥
奪
と
い
う
主
観
的
価
値
説
か
ら
も
や

は
り
利
益
の
返
還
は
直
ち
に
は
導
出
さ
れ
な
い
と
い
う
点
の
指
摘
で
あ
る
。
即
ち
、
利
益
は
物
の
所
有
権
か
ら
で
は
な
く
法
律
行
為
か
ら
生

じ
た
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
債
権
者
自
身
で
は
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
利
益
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
も
問
題
と

(
お
)

き
る
べ
き
だ
と
す
る
。
三
つ
目
は
、
主
観
的
価
値
説
の
言
う
リ
ス
ク
の
分
配
へ
の
批
判
で
あ
る
。
主
観
的
価
値
説
は
現
存
利
得
へ
の
返
還
義
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説

務
を
制
限
す
る

B
G
B
八
一
八
条
三
項
は
債
務
者
を
優
遇
し
て
い
る
か
ら
、
他
方
利
益
の
剥
奪
が
許
さ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
し
か
し
同
条
の

主
旨
は
、
自
己
の
財
貨
取
得
に
法
律
上
の
原
因
が
あ
る

(
2与
Z
σ
S
S
E
-明
)
と
考
え
た
債
務
者
を
、
取
得
し
た
も
の
の
減
価
と
い
う
リ
ス
ク

論

か
ら
保
護
す
る
と
い
う
立
法
的
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
善
意
の
債
務
者
に
対
し
て
は
債
権
者
の
負
担
に
お
い
て
リ
ス
ク
の
分
配

を
企
て
て
い
る
の
が
立
法
者
意
思
で
あ
り

の
分
配
法
則
は
あ
た
ら
な
い
、

(
だ
か
ら
、
悪
意
の
利
得
債
務
者
は
利
得
消
滅
を
主
張
で
き
な
い
て
主
観
的
価
値
説
の
リ
ス
ク

(
羽
)

と
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
が
、

B
G
B
二
八
一
条
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
は
こ
こ
で
も
返
還
請
求

の
範
囲
か
ら
宮
内
『
ロ
富
市
岡
宮
内
。

5
5
5
を
排
除
す
る
と
い
う
立
法
者
意
思
を
持
ち
出
し
、

B
G
B
二
八
一
条
に
対
し
て
特
別
法
で
あ
る

B

G
B
八
一
八
条
一
項
の
解
釈
を
改
め
る
必
要
は
認
め
な
い
と
言
う
。
そ
の
上
で
考
え
得
る
の
は
、

せ
い
ぜ
い
悪
意
の
利
得
債
務
者
に
つ
き

B

G
B
八
一
八
条
一
項
で
返
還
の
対
象
と
な
る
代
償
物
に

B
G
B
二
八
一
条
を
準
用
す
る
可
能
性
が
有
る
に
す
ぎ
ず
、
同
条
を
八
一
八
条
二
項

(ω) 

の
価
値
賠
償
と
関
係
づ
け
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
す
る
。
次
に
客
観
的
価
値
が
主
観
的
価
値
よ
り
高
額
な
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ

れ
る
の
は
、
無
権
限
の
他
人
の
物
の
利
用
、
無
効
の
契
約
に
基
づ
く
労
務
、
運
送
の
給
付
を
受
け
た
ケ
!
ス
、
及
び
押
し
つ
け
利
得
の
事
例

で
あ
る
。
前
者
の
ケ

l
ス
で
は
、
判
例
は
利
得
債
務
者
の
出
費
の
節
約
が
利
得
で
あ
り
、

か
つ
実
際
に
は
出
費
を
節
約
し
な
か
っ
た
と
の
債

務
者
の
抗
弁
を
排
斥
す
る
と
い
う
態
度
を
判
例
は
と
っ
て
き
た
が
、
現
在
の
通
説
で
は
取
得
し
た
利
益
そ
れ
自
体
が
利
得
で
あ
る
と
さ
れ
て

(
H
U
)
 

い
る
こ
と
を
ラ

l
レ
ン
ツ
は
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
、
実
際
に
収
得
し
た
利
益
の
返
還
を
目
指
す
主
観
的
価
値
説
は
、
こ
こ
で
も
拠
り
所
を
失

う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、
有
体
で
は
な
い
物
の
利
用
、
労
務
の
給
付
等
の
利
得
移
動
に
つ
い
て
次
の
様
に
指
摘

す
る
。
物
の
利
用
、
労
務
の
給
付
で
は
、
当
初
か
ら
債
務
者
の
財
産
の
増
加
(
出
費
の
節
約
)

と
い
う
形
で
し
か
利
得
移
動
現
象
が
捕
捉
で

き
な
い
。
こ
れ
は
有
体
物
の
財
貨
移
動
の
よ
う
に
、
後
に
債
務
者
の
下
で
生
じ
た
事
情
に
よ
っ
て
利
得
消
滅
す
る
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
主
観
的
価
値
説
の
論
者
を
、
客
観
的
価
値
賠
償
は
利
得
債
務
者
に
損
害
を
与
え
る
と
い
う
誤
解
に
導
く
。
し
か
し
、

善
意
の
利
得
者
に
は

B
G
B
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消
滅
の
抗
弁
に
よ
り
妥
当
な
結
果
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
同
条
は
利
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得
移
動
後
の
債
務
者
の
下
で
の
利
得
消
滅
だ
け
で
な
く
、
|
|
立
法
者
の
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
|
|
当
初
よ
り
利
得
が
発
生
し
な
い
場
合

に
も
適
用
さ
せ
る
。
し
か
し
、
悪
意
の
利
得
者
に
信
義
則
を
持
ち
出
し
て
客
観
的
価
値
賠
償
を
与
え
る
主
観
的
価
値
説
よ
り
、
こ
の
よ
う
な

(
必
)

通
説
の
方
が
優
っ
て
い
る
、
と
ラ

1
レ
ン
ツ
は
説
く
。
最
後
の
押
し
つ
け
利
得
の
解
決
で
は
、
勿
論
ラ

l
レ
ン
ツ
も
価
値
賠
償
を
債
務
者
の

具
体
的
・
主
観
的
財
産
計
画
に
即
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
但
し
ラ

1
レ
ン
ツ
の
言
う
に
は
、
こ
こ
で
客
観
的
価
値
賠
償
を
出
発

点
と
し
な
い
の
は
、
利
得
債
権
者
が
無
権
限
で
「
利
得
者
」

の
権
利
領
域
及
び
財
産
計
画
に
干
渉
し
た
が
故
に
、
財
貨
移
動
の
結
果
が
利
得

債
務
者
の
財
産
計
画
に
照
せ
ば
抽
象
的
利
得
移
動
以
下
に
な
る
危
険
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
っ
こ
の
評
価
を
実

現
す
る
の
は
、

B
G
B
八
一
八
条
二
項
の
価
値
概
念
自
体
の
操
作
で
は
な
く
同
条
三
項
の
利
得
消
滅
を
当
初
よ
り
利
得
の
生
じ
な
か
っ
た
場

(
幻
)

合
に
も
適
用
す
れ
ば
、
足
る
と
す
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、
悪
意
の
侵
害
者
に
対
し
て
は

B
G
B
六
八
七
条
二
項
(
準
事
務

を
も
剥
奪
す
る
と
い
う
途
を
除
い
て
、

B
G
B
八
一
八
条
二
項
の
価
値
は
客
観
的
に
算
定
す
べ
き

管
理
)
を
適
用
し
て
、
売
得
金
(
利
益
)

で
あ
る
と
す
る
。

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

5 

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
に
、
法
律
行
為
に
よ
る
利
益

(
Z
q
z
ヨ
2

5悶
C
E
Z
S巾
)
の
ロ

l
マ
法
源
に
遡
っ
て
検
討
し
、
通
説
を

批
判
し
よ
う
と
い
う
の
が
ヤ
コ
ブ
ス
の
本
論
で
の
試
み
で
あ
っ
た
。
結
章
で
ヤ
コ
ブ
ス
は
シ
ュ
ル
ツ
の
体
系
は
、
「
損
害
賠
償
請
求
の
反
対

こ
の
構
想
を
不
当
利
得
法
で
貫
徹
す
る
為
に
は
、

]
5
2
B
Z

形
相

(
d
B
r
v
『
口
口
問
己

g
P
E
a
mロ巾『
ω
巳

N
m
a
g
r
g∞ご

で
あ
り
、

日開。
5
5
5
を
実
定
法
上
の
規
定
が
存
在
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
原
則
と
し
て
返
還
請
求
の
対
象
と
な
る
利
益

2
2
5
-
g
)
か
ら
除
く

(
H
H
)
 

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
克
服
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
す
る
。
そ
し
て
本
論
で
の
パ
ウ
ル
ス
法
文
の
検
討
と
、
シ
ユ
ル
ツ
の
構
想
を
次
の

様
に
結
び
つ
け
る
。
有
体
物
乃
至
他
の
財
貨
の
利
用
(
〈
巾

2
2
E口
問
)
か
ら
獲
得
し
た
利
益

2
2
Z
5
に
関
す
る
パ
ウ
ル
ス
の
法
文
は
、
給

付
を
約
束
し
た
物
の
処
分
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
た
ケ

l
ス
を
扱
っ
て
い
た
。
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
取
得
が
物
の
給
付
約
束

北法44(6・181)1593 



説

に
基
づ
い
て
返
還
義
務
の
範
囲
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
約
束
が
利
得
返
還
に
関
係
さ
せ
う
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
物
及
ぴ
物
の
喪
失
に
よ
っ

て
債
務
者
の
も
と
に
あ
る
も
の
、
即
ち
第
三
者
に
対
す
る
物
の
追
求
権
(
白
2
5
)
|
|
更
に
そ
れ
以
上
の
|
|
物
の
代
償
と
し
て
給
付
す
べ

論

き
も
の
、
又
は
給
付
さ
れ
た
も
の
に
関
係
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
物
を
給
付
す
る
と
い
う
約
束
は
、
即
座
に
物
の
収
益

(
必
)

と
ヤ
コ
ブ
ス
は
言
、
っ
。
だ
か
ら
、
収
益
は
物
か
ら
生
じ
る
(
巾
H
H
d
)
|
|
鉱

(
Z
E
N
E伺
巾
ロ
)
に
も
売
得
金
(
何
ユ
O
印
)
に
も
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
、

山

か

ら

鉱

石

が

出

て

く

る

よ

う

に

と

シ

ュ

ル

ツ

が

茶

化

し

て

言

っ

た

よ

う

に

|

|

、

他

方

売

得

金

は

人

間

の

投

機

行

為
(
M
W
)
 

訪
問
】
島
三
巴
5
ロ
∞
広
円
高
W
2円
)
に
負
う
と
い
う
、
経
済
的
に
は
笑
う
べ
き
見
解
は
、
決
し
て
ロ

l
マ
法
的
で
も
な
く
、
パ
ウ
ル
ス
の
見
解
で
も
な
い
、

と
い
う
の
が
ヤ
コ
ブ
ス
の
考
え
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
パ
ウ
ル
ス
の

U-z-KH・
2
の
誤
解
に
基
づ
い
て
お
り
、

(U) 

し
か
も
そ
の
誤
解
の
又
聞
き
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
法
に
定
着
し
た
も
の
だ
と
評
す
る

(
以
上
が
本
論
で
の
ヤ
コ
ブ
ス
の
検
討
の
中
心
で
あ
ろ

う
)
。
だ
か
ら
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
収
益
の
返
還
を
命
ず
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
売
得
金
を
法
律
行
為
か
ら
の
利
得
で
あ
る
と
し
て

退
け
る
と
い
う
分
類
自
体
が
、

そ
も
そ
も
立
論
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
ヤ
コ
ブ
ス
は
前
述
の
ラ

l
レ
ン
ツ
論
文
が
、
主
観
的
価
値
説
を
シ
ュ
ル
ツ
の
「
損
害
賠
償
の
反
対
形
相
」
と
い
う
不
当
利
得
の
位

(
必
)

置
づ
け
の
発
展
で
あ
る
点
に
言
及
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
、
ラ

l
レ
ン
ツ
が
主
観
的
価
値
説
を
批
判
し
た
論
拠
を
検
討
す
る
。
ヤ
コ
ブ
ス

の
設
定
す
る
問
題
は
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
立
法
者
が
客
観
的
価
値
を
返
還
請
求
の
対
象
と
考
え
て
い
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
。
第
二
は
、

R

G
は

Z
円
『
ロ
ヨ
何
回
言
問
。
片
E
E
O
口
市
に
対
し
て
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
示
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
、
又
、

B
G
H
の
判
例
も
客
観
的
価
値

説
の
立
場
の
確
認
に
な
る
も
の
は
な
い
こ
と
。
以
上
の
ラ

l
レ
ン
ツ
の
論
拠
へ
の
反
論
に
加
え
て
、

ヤ
コ
ブ
ス
は
他
人
の
物
に
無
権
限
で
担

保
設
定
し
た
者
の
不
当
利
得
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
、
ケ
メ
ラ

1
・
ラ

1
レ
ン
ツ
の
影
響
下
に
あ
る
学
説
よ
り
も
シ
ュ
ル
ツ
の
古
い
学
説

が
優
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
判
例
が
客
観
的
価
値
説
を
支
持
す
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
の
は
、
事
案
の
特
殊
性
に
よ

(ω) 

る
か
、
傍
論
(
。
玄
丹
市
『
丘
町
E
B
)
の
判
示
、
或
い
は
修
辞
的
に
客
観
的
価
値
説
を
参
照
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
判
例
に
つ
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(
印
)

い
て
は
客
観
的
価
値
説
の
立
場
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
の
一
般
的
評
価
で
あ
る
。
だ
か
ら
以
下
で
は
、
立
法
史
、
及
び
無

権
利
者
の
担
保
設
定
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
第
一
に
参
照
さ
れ
る
の
が
、
代
償
請
求
を
規
定
し
た

B
G
B
二
八
一
条
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
ま
ず
、
同
条
の
代

償
物
に
売
得
金
を
含
め
る
の
は
民
法
典
制
定
後
の
判
例
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
そ
も
そ
も
立
法
者
が
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
立
法
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
第
一
次
委
員
会
は
二
三
八
条
一
項
で
編
纂
者
〈
。
口
百
号
巴
の
債
務
者
は
自
己
の
債
務
を
負

っ
た
対
象
に
よ
っ
て
取
得
し
た
代
償
物
及
び
代
償
請
求
権
の
返
還
乃
至
は
譲
渡
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
提
案
に
従
い
、
こ
れ
を
代
佐
原
則

(
日
)

(∞匡「司
O
間
出
円
目
。
ロ
日
胃
百
NG)
と
名
づ
け
た
。
か
つ
代
償
原
則
が
衡
平
に
適
っ
て
お
り
、
債
務
負
担
の
意
思
(
〈
巾
与
邑
円

Z
E岡
田
三
-Z)
は
代
償
物
の

返
還
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
推
定
の
表
現
で
あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
パ
ウ
ル
ス
も
債
務
負
担
の
意
思
を
代
償
の
根
拠
と
す
る
が
、
反
対

給
付
の
請
求
の
基
礎
と
し
て
は
一
般
化
で
き
な
い
点
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
事
実
第
一
次
委
員
会
は
キ
ュ

l
ベ
ル
草
案
の
「
代
償
と
し

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

て
受
け
た
額
(
包
的
問
W
E巳
N
2
3
Pロ間
2
2
∞
2
E四
)
」
を
「
代
償
と
し
て
受
領
し
た
も
の
(
包
印
閉
山
『
印
白
押
N
肘
自
由
民
吉
岡
町
田
巾
)
」
に
変
更
し
て
お
り
、

(
臼
)

立
法
者
は
反
対
給
付
を
代
償
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
次
委
員
会
は
、
第
一
次
草
案
二
三
八
条
一
項
を
、
債
務

(
臼
)

そ
の
こ
と
か
ら
売
得
金
を
代
償
に
含
め
る
態
度
も
見
て
と
れ
な
い
。
以
上
の
事
情
か
ら
、

者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
場
合
に
も
拡
大
し
た
が
、

ヤ
コ
ブ
ス
は

B
G
B
二
八
一
条
に
つ
き
次
の
よ
う
に
言
う
。
同
条
を
売
得
金
に
拡
大
し
、

か
つ
代
位
原
則
で
説
明
す
る
判
例
・
学
説
の
態
度

は
誤
っ
て
い
る
。
代
位
原
則
は
債
務
者
の
債
務
負
担
の
意
思
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
は
本
来
B
G
B
二
八
一
条
の
範
囲
で
も
売
得
金
の
返

還
と
い
う
形
で
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

B
G
B
二
八
一
条
の
売
得
金
へ
の
拡
張
は
、
本
来
シ
ュ
ル
ツ
の
言
う
侵
害
取
得

(
何
百
聞
江
町
内
回
巾
「
当
ミ
σ)
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
条
は
不
当
利
得
の
一
環
で
あ
る
。
通
説
の
位
置
づ
け
で
は
、
こ
の

拡
張
解
釈
は
準
事
務
管
理
の
適
用
の
一
局
面
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
同
条
の
適
用
が
不
当
利
得
と
位
置
づ
け
う
る
か
或

い
は
準
事
務
管
理
な
の
か
は
、
給
付
す
べ
き
物
を
転
売
し
て
利
益
を
あ
げ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
衡
平
で
説
明
す
る
か
、
或
い
は
他
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説

人
の
事
務
と
知
っ
て
処
理
し
た
こ
と
の
帰
結
か
と
い
う
問
題
、

ひ
い
て
は
、
不
当
利
得
の
効
果
論
(
主
観
的
価
値
か
、
客
観
的
価
値
か
|
|

(M) 

に
つ
な
が
る
、
と
。

後
者
な
ら
売
得
金
は
準
事
務
管
理
に
よ
っ
て
始
め
て
請
求
で
き
る
)

言命

そ
れ
で
は
、
不
当
利
得
法
の
局
面
で
は
立
法
者
は

-
5
2富
市
同
日
同
主
主

5
5
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。

ヤ
コ
ブ
ス
は
結
論
と
し
て
、

立
法
者
は
こ
れ
を
判
例
・
学
説
に
委
ね
自
ら
解
決
を
与
え
て
い
な
い
と
す
る
。
即
ち
、
第
一
次
委
員
会
で
は
、
給
付
物
の
売
却
に
よ
り
取
得

し
た
も
の
の
返
還
に
つ
い
て
は
、

B
G
B
八
一
八
条
三
項
の
元
に
な
る
部
分
草
案
五
条
寄
呂
に
即
し
て
現
存
利
得
へ
の
制
限
が
説
か
れ

る
だ
け
で
、
市
場
価
値
以
上
の
利
益
を
あ
げ
た
場
合
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
何
も
議
論
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ

(
日
)

を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
却
っ
て
立
法
者
に
と
っ
て
売
得
金
の
返
還
を
認
め
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

者
百
《
】
印
円
宮
司
王
の
提
案
と
彼
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
の
記
述
、
普
通
法
の
実
務
、

2
2島
の
提
案
、
特
に
そ
こ
で
利
得
の
算
定
時
期
は
債

務
者
が
返
還
す
べ
き
も
の
を
失
っ
た
時
と
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
売
得
金
の
返
還
は
彼
等
に
と
っ
て
は
疑
い
を
入
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
結
局
第
一
草
案
は
、
現
物
返
還
不
能
の
場
合
も
、
現
存
利
得
の
限
り
で
返
還
義
務
を
負
う
と
し
た
だ
け
で
、
売
得
金
に
つ
い

(
日
)

て
は
、
学
説
・
判
例
に
委
ね
た
。
更
に
ラ
イ
ヒ
法
務
局
(
河

2
Z
E
S
S
E
)
の
準
備
委
員
会

2
2
Z
E
a
s
s
-
こ
こ
で
の
提
案
が
第
二

次
委
員
会
の
叩
き
台
と
な
っ
て
い
る

l
も
第
二
次
委
員
会
も
、

(
B
G
B
八
一
八
条
一
項
・
二
項
の
由
来
す
る
)
第
一
次
草
案
七
三
九
条
・

七
四

O
条
一
項
の
実
質
的
変
更
を
企
て
た
訳
で
は
な
い
。
確
か
に
こ
の
審
議
過
程
で
、
「
い
わ
ゆ
る

-
R
E
S
Z
ロ
品
。

g
g日
も
又
返
還
さ

(
日
)

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
避
け
る
為
」
今
日
の

B
G
B
八
一
人
条
一
項
と
な
っ
た
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
代
位
原

し
か
も

B
G
B
二
八
一
条
の
場
合
と
は
異
な
り
代
位
原
則
に
よ
っ
て
収
益

2
5
N
E均
三
の
返
還
も

則
(
∞
ロ
『
『
。
間
白
E
C
ロ日℃コロ
N6)
と
さ
れ
、

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う

-
5
2
g
a
吉
岡

o
g
Z
0
5
に
ま
で
返
還
義
務
が
及
ぶ
こ
と
は
、
第
一
草
案
で
も
第
一
委

員
会
も
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
第
一
草
案
の
文
言
で
は
確
実
に
防
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
誤
解
で
あ
る
、

見
解
で
あ
り
、
第
二
次
委
員
会
は
第
一
草
案
の
変
更
を
意
図
し
て
は
い
な
問
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

と
い
う
の
が
第
二
次
委
員
会
の

」
こ
で
言
う
代
位
さ
れ
な
い

Z
円
E
B
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と
い
う
の
は
第
一
次
委
員
会
で
ブ
ラ
ン
ク
が
議
論
し
て
い
た
ケ

I
ス
、
現
物
に
よ
る

Z
円「
E
S
-
-
例
え
ば
、
給
付
さ
れ
た
馬
の
代
り
に
ロ

(
印
)

パ
を
取
得
し
た
場
合
ー
ー
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
売
得
金
で
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
の
が
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
推
論
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
に

B
G
B
二
八
一
条
と
不
当
利
得
の
立
法
過
程
を
検
討
し
た
上
で
、

「
代
位
原
則

ヤ
コ
ブ
ス
は
双
方
の
局
面
で
の

の
用
い
方
に
注
目
し
、
次
の
様
な
議
論
を
組
み
立
て
る
。
物
の
売
却
も
利
用
も
物
の
利
用
に
よ
り
何
か
を
取
得

し
よ
う
と
す
る
行
為
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
利
用
の
結
果
得
ら
れ
る
収
益

(
Z
E
N
E悶
巾
ロ
)
は
、
物
の
通
常
の
用
法
に
依
る

そ
の
ま
ま
の
形
で
所
有
者
に
帰
属
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
物
の
処
分
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
が
、
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有

(∞ロ「円。
mmw片岡。回日間】ユロ
N
F
】))」

も
の
で
あ
り
、

者
に
対
し
て
も
有
益
と
な
る
の
は
、
物
が
金
銭
に
変
わ
っ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
両
者
の
処
理
の
違
い
を
立
法
者
は
説
明
す
べ
き

は
ず
で
あ
る
が
、
立
法
者
は
「
代
位
原
則
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
、
不
当
利
得
で
は
収
益
の
返
還
を
認
め
て

E
円「
Z
S
2

5
悶
0
2
5
0
5
を
退
け
て
い
る
が
、
他
方

B
G
B
二
八
一
条
で
は
収
益
の
返
還
を
考
え
て
も
い
な
い
。
だ
か
ら
、
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
(
こ

パウルス文(D.18.4目 21)の解釈史

れ
に
は
売
得
金
だ
け
で
な
く
、
賃
貸
、
担
保
設
定
も
ふ
く
ま
れ
る
)

(ω) 

ね
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

の
処
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
委
員
会
に
よ
っ
て
も
判
例
・
学
説
に
委

ヤ
コ
ブ
ス
の
議
論
の
骨
子
は
、
代
位
原
則
の
根
拠
、

だ
か
ら
、

そ
の
立
法
理
由
で
の
援
用
、
に
注
目
し
て
、
ラ

l
レ
ン
ツ
の
客
観
的
価
値

賠
償
H

立
法
者
意
思
と
い
う
図
式
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

更
に
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
他
人
の
物
へ
の
担
保
設
定
の
ケ

l
ス
を
自
説
(
シ
ュ
ル
ツ
説
)

の
補
強
材
料
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
無
効
の
契
約
に

基
づ
き
給
付
さ
れ
た
物
或
い
は
他
人
の
物
に
質
権
設
定
し
て
融
資
を
受
け
た
者
(
無
権
利
者
)
の
責
任
知
何
(
勿
論
、
質
権
の
善
意
取
得
が

と
い
う
問
題
に
つ
き
、
シ
ユ
ル
ツ
は

B
G
B
八
一
六
条
一
項
一
文
を
適
用
し
、
権
利
者
(
物
の
所
有
者
)
は
無
権
利
者
か
ら
貸
金

前
提
)

吉
田
ユ
市
町
内
ロ
回
目
E
田
富
市
)
を
請
求
で
き
、
無
権
利
者
は
債
務
の
肩
代
り
を
抗
弁
で
き
る
、

も
し
債
務
の
肩
代
り
が
貸
金
債
権
者
の
都
合
で
不
可
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説

(
日
)

能
な
ら
不
当
利
得
返
還
請
求
は
排
除
さ
れ
る
、
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
ケ
メ
ラ

l
は、

B
G
B
八
一
六
条
一
項
一
文
で
も
返
還
さ
る
べ
き
は
売

得
金
で
は
な
く
目
的
物
の
客
観
的
対
価
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
忠
実
に
、
し
か
も
同
条
で
は
代
位
思
想
が
採
用
さ
れ
た
か
に
見
え
る
が
、

(
臼
)

こ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
、
加
熱
権
利
者
に
供
与
さ
れ
た
貸
金
が
不
当
利
得
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
る
と
不
当
利
得
さ

百命

れ
た
の
は
、
「
信
用
の
基
礎

(
F
a
E
Z
2
Z胃
ご

で
あ
り
、

し
か
も
、
信
用
の
基
礎
は
交
換
価
値
を
持
た
な
い
。
そ
れ
故
、
無
権
利
者
は

(

白

山

)

(

仇

)

弁
済
し
て
担
保
を
消
滅
さ
せ
る
か
代
担
保
を
供
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
し
た
。
し
か
し
、
判
例
(
切
の
国
N
Z
N
-
ω
三
山
)
は
担
保
設
定
に
よ
っ

て
目
的
物
が
担
保
債
権
額
だ
け
減
額
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
減
額
分
の
賠
償
を
命
じ
た
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
こ
の
判
例
を
支
持
し
て
、
シ
ュ

ル
ツ
の
「
損
害
賠
償
の
反
対
形
相
」
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、

B
G
B
八
一
八
条
一
項
或
い
は
八
一
六
条
一
項
一
文
の
命
ず
る

-
5
2ヨ
2

5問。丹
E
Z
C
ロ
巾
の
返
還
と
い
う
こ
と
で
、
無
権
利
者
の
取
得
し
た
貸
金
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、

(
侃
)

か
も
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

本
間
に
対
す
る
ヤ
コ
ブ
ス
の
提
案
は
、
確
か
に
近
時
の
学
説
の
方
向
性
に
沿
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
ケ
メ
ラ

l
は
B
G
B
八
一
六
条
一
項

一
文
の
代
位
思
想
を
排
除
す
る
為
に
、

し
か
も
借
入
金
を
不
当
利
得
と
す
る
こ
と
は
権
利
者
が
受
け
る
べ
き
以
上
の
も
の
を
手
に
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
考
慮
に
基
づ
く
も
の
か
、
借
入
金
自
体
の
不
当
利
得
は
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
出
来
る
限
り
早
期
に
執
行
の

(
白
山
)

可
能
性
を
排
除
す
る
と
い
う
権
利
者
の
利
益
を
実
現
さ
せ
る
為
に
は
、
借
入
金
の
請
求
を
権
利
者
に
認
め
る
こ
と
は
妥
当
と
言
え
よ
う
。
但

(
釘
)

し
、
そ
の
結
論
は
通
説
の
立
場
か
ら
は
導
出
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

6 

以
上
の
よ
う
な
ヤ
コ
ブ
ス
の
主
張
か
ら
、
我
々
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
本
書
の
最
後
で
、
す
べ
て
彼
が
述

べ
た
こ
と
は
、
古
典
ロ

l
マ
法
の
パ
ウ
ル
ス
を
、
物
か
ら
取
得
し
た
(
巾
H
H
d
)

収
益
と
法
律
行
為
に
よ
る
(
官
。
宮
内
『
言
問
。
己
さ
o
ロ
巾
自
)
売
得
金

(
四
叩
)

と
を
区
別
す
る
と
い
う
不
法
利
得
法
上
の
見
解
と
関
係
さ
せ
な
い
為
で
あ
る
と
、
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
ヤ
コ
ブ
ス
の
ロ

l
マ
法
文
の
検
討
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が
妥
当
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
分
類
方
法
は
「
非
ロ

l
マ
法
」
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
認
識
が
正
し
い
と
し

そ
れ
が
現
行
法
の
解
釈
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば

B
G
B
の
立
法
者
は
、
収
益
の
返
還
を
当
然

(ω) 

の
出
発
点
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
普
通
法
の
伝
統
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
普
通
法
で
は
収
益
と
は
異
な
り
、
受
領
し
た
金
銭
に

(
初
)

対
す
る
利
息
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
(
こ
れ
も
、
ロ
ー
マ
法
の
区
別
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
)
が
、
現
在
で
は
当
然
B
G
B
八
一
八
条

て
も
、

一
項
の
収
益
に
利
息
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
ロ

l
マ
法
的
分
類
よ
り
も
、
現
在
の
商
品
交
換
社
会
に
お
け
る

当
然
の
認
識
|
|
金
銭
は
当
然
に
利
息
と
い
う
収
益
が
得
ら
れ
る
よ
う
運
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
|
|
の
方
が
優
越
す
る
こ
と
を
示
し
て

(
ね
)

い
る
。
本
書
で
の
ヤ
コ
ブ
ス
の
主
張
に
即
し
て
問
題
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
不
当
利
得
の
一
般
的
効
果
を
指
示
し
た

B
G
B
八
一
八
条
二
項
の

価
値
賠
償
で
、
立
法
者
が
客
観
的
価
値
賠
償
を
明
確
に
指
向
し
て
い
た
と
い
う
通
説
の
主
張
程
に
は
こ
の
問
題
は
一
義
的
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
ヤ
コ
ブ
ス
も
あ
げ
て
い
る
ブ
ラ
ン
ク
等
の
提
案
|
|
彼
は
売
得
金
を
価
値
賠
償
の
対
象
と
し
て
い
る

l
ー
も
あ
り
、
立
法
者
が
今

パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

日
の
目
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
明
確
な
視
点
を
持
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば

B
G
B
八
一
六
条
で
立
法
者
は
「
処
分
に

(η) 

よ
り
取
得
し
た
も
の
」

H

売
得
金
そ
の
他
の
処
分
の
対
価
と
考
え
て
い
た
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
(
現
在
で
も
学
説
は
分
か
れ
る
が
)
、

売
得
金
で
は
な
く
処
分
さ
れ
た
物
の
客
観
的
価
値
、
市
場
価
格
が
同
条
の
指
示
す
る
返
還
請
求
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
学
説
が
支
持
さ
れ
る

(
ね
)

の
は
、
明
ら
か
に
一
定
の
商
品
に
対
し
て
客
観
的
市
場
が
成
り
立
つ
と
い
う
商
品
交
換
社
会
を
前
提
と
し
て
よ
く
理
解
さ
れ
よ
う
。
又
、
他

人
の
物
を
処
分
し
た
無
権
利
者
に
売
得
金
の
返
還
を
命
ず
る
の
が
「
衡
平
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
人
の
物
を
加
工
或
い
は
自
己
の
物
に
附

(
丸
)

合
さ
せ
て
売
却
し
た
無
権
利
者
に
は
、
物
の
客
観
的
価
値
賠
償
を
指
示
す
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
批
判
す
る
、

収
益
は
物
か
ら
な
同
吋
之
、
売
得
金
は
投
機
行
為
に
よ
る
と
い
う
分
類
方
法
は
、
非
歴
史
的
で
は
あ
っ
て
も
現
代
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

但
し
、
他
方
で
ヤ
コ
ブ
ス
が

B
G
B
二
八
一
条
の
立
法
過
程
、

そ
の
性
格
づ
け
、
代
位
原
則
は
債
務
負
担
の
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
の
が
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説

パ
ウ
ル
ス
の
思
考
図
式
で
、
し
か
も
決
し
て
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
(
債
権
者
は
望
ん
で
も
、
債
務
者
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
)

論

と
い
う
主
張
は
|
|
そ
れ
を
一
般
化
す
る
為
に
侵
害
取
得
(
何
百
四
コ
雲
市

2
2
Z
で
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
が

l
ー
、
説
得
力

(
花
)

を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
説
は
、
例
え
ば
ケ
メ
ラ

l
の
説
明
で
も
同
条
を
代
位
思
想
の
表
現
と
し
、
か
つ
不
当
利
得
は
例
外
で

あ
る
と
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
ラ

l
レ
ン
ツ
は
勿
論
不
当
利
得
と
は
異
な
り
契
約
の
有
効
な
場
合
の
同
条
で
は
当
事
者
の
意
思
は
転

(
祁
)

売
利
益
ま
で
も
保
障
す
る
こ
と
に
及
ぶ
と
説
明
し
て
い
る
。
又
、
シ
ュ
ル
ツ
の
構
想
、
コ
ッ
ペ
ン
シ
ユ
タ
イ
ナ
!
の
学
説
に
も
見
た
よ
う
に
、

不
当
利
得
の
効
果
と
し
て
利
益
の
返
還
を
主
張
す
る
者
は
、
代
償
請
求
を
指
示
す
る
実
定
法
上
の
規
定
を
引
き
あ
い
に
出
す
の
が
常
で
あ
る
。

そ
の
最
も
重
な
る
民
法
上
の
規
定
が

B
G
B
二
八
一
条
、

八
一
六
条
一
項
一
文
で
あ
る

そ
し
て
こ
れ
を
一
般
化
し
よ
う
と
企
て
る
)
。
こ

れ
に
対
し
実
定
法
上
の
明
確
な
規
定
が
な
い
限
り
不
当
利
得
の
効
果
と
し
て
利
益
の
返
還
を
認
め
な
い
の
が
通
説
の
立
場
で
あ
る
。
さ
ら
に

(
作
)

B
G
B
八
一
六
条
一
項
一
文
を
、
制
限
解
釈
し
て
、
客
観
的
価
値
賠
償
の
枠
組
の
中
に
収
め
て
い
る
が
、
二
八
一
条
は
特
別
規
定

通
説
は
、

で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

B
G
B
二
八
一
条
の
代
償
請
求
の
売
得
金
へ
の
拡
大
は
、
通
説
(
割
当
内
容
説
)
か
ら
は
、
異

(
市
)

物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
検
討
を
前
提
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
同
条
の
法
律
行
為
へ
の
適
用
は
却
っ
て
通
説
の

(
乃
)

と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
直
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

立
場
か
ら
は
準
事
務
管
理
の
応
用

(
B
G
B
六
八
七
条
一
項
の
準
用
)

総
じ
て
、
現
在
の
不
当
利
得
法
に
お
け
る
通
説
の
立
場
は
、
却
っ
て
反
対
説
の
登
場
に
よ
っ
て
新
し
い
視
角
か
ら
強
化
さ
れ
て
き
た
と
言

え
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
の
本
書
で
の
検
討
も
そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
通
常
は
当
然
と
思
わ
れ

て
い
る
法
的
分
類
の
基
準
を
動
揺
さ
せ
、
仮
に
現
在
と
ら
れ
て
い
る
結
論
と
は
異
な
っ
た
帰
結
を
導
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ま
で
も
、
従
来

の
学
説
に
新
た
な
反
省
と
基
礎
づ
け
の
契
機
を
与
え
る
こ
と
は
基
礎
法
学
か
ら
の
実
定
法
学
へ
の
最
大
の
貢
献
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は

ヤ
コ
プ
ス
の
論
文
は
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

(
1
)
ヤ
コ
ブ
ス
の
不
当
利
得
学
説
(
違
法
性
説
)
の
全
体
像
、
特
に
要
件
論
を
通
説
(
割
当
内
容
説
)
と
の
対
比
で
詳
細
に
紹
介
・
検
討
し
て
い

る
の
は
、
川
角
由
和
「
侵
害
利
得
返
還
請
求
の
基
本
的
性
格
|
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
る
割
当
内
容
説
批
判
の
反
批
判
的
考
察
を
介
し
て

l
i」
法
政

研
究
五

O
巻
三
・
四
号
四
三
七
頁
以
下
(
昭
印
)
。
要
件
論
に
つ
い
て
は
、
四
宮
和
夫
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
、
上
巻
』
(
青
林

書
院
・
昭
日
)
一
八
九
頁
注
一
。
好
美
清
光
「
準
事
務
管
理
の
再
評
価
」
『
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究
同
・
谷
口
還
暦
記
念
』
(
有
斐
閣
・

昭
幻
)
一
一
一
七
一
頁
以
下
も
、
効
果
論
と
の
関
係
で
重
要
。

(
2
)
垣
善
句
者
四
-
z
a
-
E
m
戸
市
F
2
5
ロ

ι巾
『
ロ
ロ
伺
巾
『
巾
円
宮
町
内
三
百
Z
F
Z
K
Z
E
a
E
n
E
C
印
丹
市
『
『
巳
各
国
印
各
市
田
=
E
号
5
2
Z
B
河
市
内
F
F
E
ω
品
一

開
『
=
帥
門
〈
C
ロ
の
田
町
四
回
岡
田
町
『
2
J
切
宮
田
市
国
内
F
2
・
ロ
ロ
問
巴
口
ι
ロ
ロ
巾
『
g
z
σ
門
町
出
血
ロ
B
Z
=
四
・
の
冊
目
白
呂
田
色
丹
市
印
円
F
Z
『
丹
市
ロ
・
∞
ι
]
[
噌]戸句。∞・ω-NCmw『『・・。=ロ島方円。F-m富市

且

2
ロ
巾
『
包
門
司
戸
市
『
ロ
ロ
閥
均
2
Z
P
C
・
ω
-
E
一
-
一
切
ω
斗
(
)
『
円
が
特
に
通
説
の
全
体
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
文
献
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
ロ
邑
巾
岡
田
ハ
E
G
e
C
巾
項
目
ロ
ロ
E
E
ロ
伺
・

3
丸
田
円
F
コ
ロ
旨
『
開
『
ロ
凹
門
〈
C
ロ

C
S
E
q
q・
5
叶
∞
-
∞
コ
山
富
・
が
通
説
の
立
場
か
ら
比
較
法
的
検
討
を
踏
ま

え
て
、
違
法
性
説
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
法
的
検
討
の
重
点
は
、
ド
イ
ツ
法
と
は
全
く
異
な
っ
た
法
制
度
、
必
要
性
か
ら
出
発

し
た
英
米
法
で
も
不
当
利
得
の
効
果
は
基
本
的
に
客
観
的
価
値
賠
償
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
衡
平
法
に
よ
り
裁
判
官
の
裁
量
で
利
益
(
の
2
-
E
)

の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
は
侵
害
者
の
故
意
・
重
過
失
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
事
情

も
又
、
侵
害
者
の
悪
意
・
重
過
失
を
要
件
と
し
て
準
事
務
管
理
(
の
類
推
)
に
よ
り
利
益
の
返
還
を
命
ず
る
通
説
の
立
場
を
支
持
す
る
。
即
ち
、

通
説
で
は
、
利
益
の
返
還
は
侵
害
者
へ
の
特
別
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
不
当
利
得
制
度
の
枠
組
を
超
え
た
も
の
と
な
る
。

(
4
)
例
え
ば
、
E
ユ
円
F
F
R垣
g
Z
5
・
∞
巾
B
E
Z
E
口
四
回
『
巾
門
戸
早
∞
少
m
g
ロ
-

(
5
)
例
え
ば
、
Z
2
2
Z
5
・
g
o
e
∞
・

2
・

(
6
)
国
・
出
』
白
E
z
-
-
E
円
E
B
2
ロ
巾
問
。
E
門
3
2
・
穴
口
口
全
歪
吉
田
『
巾
門
主
国
内
言
。
2
3
2
Z
『
注
目
明
白
Z
S
岡
市
山
内
E
R
E
R
F
S
∞
R
F
F
E
h
戸
ω
・
ω
1
9
∞
-

]
F
C
H
H
C
m
 

(7)
閉
ま
円
N
P
Z
-
N
-
m
苫
丹
市
富
島
内
『
m
R
Z
Z
白
口
問
問
山
吉
岡
コ
民
的
巾

Z
巾
吋
戸
〉
門
司
目
印
ブ
∞
民
間
特
に
、
ω
出
0
・
3
印
・
主
0
・
主
ω
・
主
叶

(
8
)
当
S
E
a
-
E
O
-
-
∞
-
N
N
-
Z
E
n
F
2
2
E
呂
田
町
己
貸
o
c
m
σ
噂
抑
∞
H
N
-
Z
ロ
『
N
C
C
等
。

(
9
)
円
。
巾
唱
巾
ロ
F
E
g
-
白
血
。
・
・
ω
・
め
た
『

(
叩
)
例
え
ば
、
E
2
2
Z
5
・
g
o
-
ω
E
P
Z
R
自
己
目
N
m
m
u
-
C
E
E
望
。

z
g巾
品
g
∞
2
2
円
F
2
5
岡
田
『
巾
円
F
Z
4
5
斗
印
・
ω
ω
ω
町
内
・
等
。

(
日
)
閉
山
2
5
・
¥
g
R
Z
ロ
巾
F
E
H
m
2
2
E
2
2
宮
内
∞
巾
『
2
n
F
巾
『
巳
口
問
(
E
E
σ
信
号
巳
2
P
E
E
-
品
志
向
F
F
E
品
)
呂
∞
ω
・
∞
-
N
芯
内
出
等
も
こ
の
こ
と
を
指
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説

摘
し
て
い
る
。

(
臼
)
国
・
出
』
白

-sz-何
回
口
問
ユ
図
的
巾
『
者
巾
『
σ
=
ロ
斗
〈
吊
『
目
。
間
内
口
臼
〈
巾
『
凹
円
F
5
u
z
口
四
回
口

ι巾
『
戸
内
『
「
巾
〈
C

ロ
己
巾
『
=
口
同
町
『
巾
円
}
再
『
巾
『
巴
間
同
巾
∞
巾
『
2
円
F
m
「
口
口
問
-

H

句
。
へ
ア
ω

。ω同
(
日
)
の
-
E
g
ロ
宮
内
5
2
・
同
市
内
F
Z
間
三
〈
巾
2
2
E
口
問
=
E
F
『
2
F
巾
「
E
口
問
的
主
将
-
Z
円
戸
』
N
E
斗
。
-
m
会
『
『
-
-
m
・
2
N
刊
し
の
穴
丘
一
E
E
P
の
「
E
E
∞
営
N
巾

ι巾
『
の
2
5
ロ
Z
P
E
Z
-
F
n
F
Z
Z品目
2
Z
E
R
F
昔
話
呂
河
内
円
宮
門
戸
市
『
巴
口
問
2
2
F
2
2
Z
岡
Z
F
Z
E
5
5
開
・
5
3
・
∞
-
g
R
a
u
』
白
r
c
g
前
掲
注

(ロ
)ω
・

2
・

H
E
等。

(
日
)
』

t
司
王
邑
戸
河
内
n
Z
2
2
Z
E
E
四
回
ロ
且
〈
巾
『
g
c
岡
市
ロ
∞
E
Z
円
F
2
E
口
問
己
目
。
『
ロ
ロ
色
白
岡
巾
ロ
旦
の
『
2
N
巾
ロ
門
田
町
的
〉
ロ
帥
℃
『
5
Z
品
巾
円
ロ
ロ
閥
均
完
宮
内
巾
『
巴
間
同
巾

F
Z
E
M
巾
『
ロ
ロ
四
・
回
。
斗
ω
・
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
も
侵
害
行
為
自
体
の
違
法
性
か
ら
、
違
法
な
保
有
(
『
2
E
Z
5
己
コ
伺
2
回
目
宮
口
)

∞
吋
ゆ
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
法
性
説
も
侵
害
「
行
為
」
だ
け
で
は
な
く
、
侵
害
「
内
容
」
に
注
目

し
て
き
て
い
る
。

(
日
)
同
2
丹
市
『
¥
冨
R
E
R
r
-
g
o
-
-
∞
-
N
丘
町
『
一
宮
内
耳
S
F
2
B
・
S
c
・
ω
2
R
'
な
お
、
無
体
財
産
権
等
の
権
利
の
侵
害
に
関
す
る
レ

l
ベ
ン
ハ
イ
ム

の
記
述
は
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。
わ
が
国
の
文
献
で
、
無
体
財
産
に
関
す
る
こ
の
間
の
ド
イ
ツ
法
の
事
情
等
も
含
め
て
包
括
的
な
検
討
を

加
え
て
い
る
の
が
、
田
村
善
之
『
知
的
財
産
と
損
害
賠
償
』
(
弘
文
堂
・
平
5
)
で
あ
る
。

(
日
)
河
2
Z
『
¥
玄
R
E
5
F
P
S
O
-
-
F
2
4〈
S

E

E

-

E

0

・

(

げ

)

宍

D
ロ
お
前
掲
注

(
3
)

(
日
)
例
え
ば
、
E
2
2
F
-
a
R
5
・
E
『
岡
巾
『
]
四
円
F
2
5
円
F
F
E
-
〉
ロ
2

・
5
∞
由
-
E
ロ
『
‘
斗
。
品
は
、
シ
ュ
ル
ツ
を
「
侵
害
不
当
利
得
の
発
見
者
(
何
回
円
号
円
宮
『

島
市
「
何
回
口
問
『
五
日
r
S
E
E
-
o
ロ
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
河
内
5
2
¥
玄
白
『
円
宮
市
F
E
C
-
-
m
N
仏
民
古
く
は
、
宅
己
F
E
a
・
8
0
・
∞
N
日
ロ
も
侵
害
不
当
利
得

の
局
面
で
は
シ
ュ
ル
ツ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
即
ち
、
普
通
法
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
に
至
る
経
緯
で
は
ま
ず
念
頭
に
置
か
れ
て
い

た
不
当
利
得
の
ケ

l
ス
は
、
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
(
S
E
E
-
0
5
母
σ
主
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
不
当
利
得
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
法
律
上

の
原
因
(
『
R
E
片
町
内
『
の
『
E
E
)
の
契
機
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
。
こ
れ
を
、
侵
害
不
当
利
得
の
局
面
に
つ
い
て
は
違
法
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

り
、
(
侵
害
)
不
当
利
得
に
明
確
な
基
礎
を
与
え
た
の
が
シ
ュ
ル
ツ
な
の
で
あ
る
、
g
o
-
-
∞
回
目
ロ
・
。

な
お
、
侵
害
不
当
利
得
に
お
け
る
違
法
性
説
と
割
当
内
容
説
の
対
立
に
付
言
し
て
お
く
と
、
両
者
の
関
係
は
要
件
論
で
は
不
法
行
為
に
お
け

る
違
法
性
ア
プ
ロ
ー
チ
と
権
利
侵
害
ア
プ
ロ
ー
チ
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
割
当
内
容
説
(
権
利
侵
害
ア
プ
ロ
ー
チ
)
の
言

う
侵
害
不
当
利
得
の
対
象
と
な
る
割
当
内
容
を
持
っ
た
権
利
は
、
切
の
田
容
N
ω
の
絶
対
権
及
び
そ
の
他
の
権
利
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
違
法
性
説

論

北法44(6・190)1602



パウルス文(D.18.4. 21)の解釈史

は
割
当
内
容
と
は
結
論
か
ら
前
提
を
引
き
出
す
議
論
で
あ
る
と
批
判
す
る
が

(
5
2
5巴
B
2・
gφ
・
ω目
合
同
等
)
、
不
法
行
為
に
よ
る
保
護
の

対
象
が
変
化
・
拡
大
し
(
例
え
ば
、
営
業
権
、
一
般
人
格
権
)
、
こ
れ
を
捕
捉
す
る
為
に
は
聞
か
れ
た
規
範
が
不
可
欠
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
不

当
利
得
で
も
そ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
権
利
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
却
っ
て
割
当
内
容
と
い
う

空
虚
な
定
式
は
、
帰
納
的
な
権
利
保
護
に
は
適
し
た
柔
軟
な
概
念
だ
と
言
え
る
。
又
、
こ
の
空
虚
さ
は
、
す
べ
て
の
侵
害
行
為
に
侵
害
不
当
利

得
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
な
い
限
り
は
、
違
法
性
説
と
て
も
共
有
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

但
し
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
く
場
合
、
侵
害
「
行
為
」
と
侵
害
「
内
容
」
の
い
ず
れ
か
の
側
面
に
注
目
す
る
余
地
が

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
伝
統
的
に
絶
対
権
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
利
益
を
保
護
す
る
際
に
は
「
内
容
」
よ
り
も
「
行
為
」
の
側
面
に
注
目
す

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
違
法
性
説
の
論
者
が
知
的
財
産
権
の
保
護
を
中
心
的
に
検
討
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お

牢
与
は
、
違
法
性
説
を
「
行
為
違
法
説

F
5
5
5ロ
〈

2
Eロ
2
2
R
R
Z
)
」

2
0目唱∞・

3
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
割
当
内
容
の

侵
害
を
「
不
法
な
状
態
(
=
ロ
「
m
n
Z
B帥空岡市

N
5
5
E
m
)
」
∞

ω
印
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
参
照
。
更
に
、
わ
が
国
で
は
、
川
角
、
前
掲
注

(
1
)

論
文
、
「
不
当
利
得
と
は
な
に
か

l
l
い
わ
ゆ
る
「
飛
行
機
旅
行
事
件
判
決
(
切
の
Z
N
印印・

5
∞
)
」
の
波
紋
ー

-
H口
」
島
大
法
学
三
二
巻
三
・

四
号
一
六
五
頁
以
下
、
同
三
三
巻
一
号
一
四
五
頁
以
下
(
平
一
冗
)
、
及
び
「
行
態
違
法
」
「
状
態
違
法
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
参
照
の
こ
と
。

以
上
の
要
件
論
で
の
視
角
と
は
別
に
、
違
法
性
説
の
効
果
論
、
「
利
益
の
返
還
(
の
内
耳
目
喜
巾
「

E
M宮
宮
)
」
は
単
純
な
正
義
感
情
|
|
不
法
な

行
為
に
よ
る
利
得
は
望
ま
し
く
な
い
|
|
の
満
足
以
上
の
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
で
は
不
法
行
為
(
損
害
賠
償

一
般
)
の
効
果
は
、
ま
ず
現
状
回
復
で
あ
り
、
不
当
利
得
も
現
物
返
還
、
回
復
(
河
内
目
立
Z
E
E
)
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
通
性
」

が
、
ヤ
コ
ブ
ス
も
説
く
不
法
行
為
の
反
対
形
相
と
し
て
の
不
当
利
得
と
い
う
位
置
づ
け
、
及
び
現
状
回
復
の
延
長
と
し
て
の
利
益
の
返
還
に
結

び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
角
を
最
も
は
っ
き
り
と
表
現
し
て
い
る
の
が
、
国

-Eag-
ヲ
B
E
g
s
-巾
巴
ロ
ι
品。四呂町呈印門町内

N
Z
的曲目
5
2
M
F
帥口問巾

N
者
ぽ
円
『
巾
ロ
∞
円
『
戸
田
島
市
ロ
田
口
口
己
∞
巾
『
巾
戸
内
『
巾
『
ロ
ロ
四
回
『
巾
円
『
?
司
内
田
門
出
円
『
『
民
同
町
佐
『
日
内
M
Z
-
-
F
m
w
『巾口
N
N
E
B
J
刊
。
・
の
巾
F
E
『円凹丹田同
-

H

む
叶

ω
・∞・

∞
ミ
ロ
本
文
で
後
に
紹
介
す
る
利
益
の
返
還
を
主
張
す
る
主
観
的
価
値
概
念
を
と
る
学
説
も
、
不
法
行
為
|
ー
侵
害
の
除
去
|
|
不
当
利
得
と
い

う
思
考
図
式
に
依
っ
て
い
る
、
例
え
ば
、
問
2
c
-
E。
・

m
m
v
O
R
。
な
お
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
法
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
は
、
不
法
行
為
で
の
差

額
説
、
不
当
利
得
で
の
総
体
差
額
説
の
構
造
と
も
関
連
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
問
題
の
検
討
は
、
将
来
の
課
題
で
あ
る
。

(
叩
)
の
・
同

0
3
2丘町
E
m『-
C
口
開
巾
足
吾
氏
巾
『
乞
間
宮
∞
R
2
S
R
E四-
N

〉
E
2

・
5
∞∞-∞

-Eω
片
岡
・
な
お
コ
ッ
ペ
ン
シ
ユ
タ
イ
ナ

l
の
学
説
、
こ
れ
に
対

す
る
通
説
の
側
か
ら
の
反
論
、
及
び
そ
の
評
価
は
、
川
角
、
前
掲
注
(
日
)
論
文
口
に
詳
細
で
あ
る
。
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パウルス文(0.18.4.21)の解釈史

(
お
)
「
白
『
g
N
-
g
o
-
-
∞
-NHC¥NHω
目

(幻
)

F

白『巾ロ
N
-

白血
9
・∞
-
N
]
5同

(
却
)
「
国
司
巾
ロ
N-
白血。・・∞
-
N
N
O同

(
H
U
)
F
白『巾ロ
N-
白血
0
・∞
-
N
N
N
『・

(
必
)
「
曲
司
巾
ロ
N
r
M
5
0・
4
ω
N
N
品
¥
N
N
N

厳
密
に
言
え
ば
主
観
的
価
値
説
と
客
観
的
価
値
説
と
は
、
押
し
つ
け
利
得
の
算
定
に
関
し
て
同
じ
結
論
に
は
至
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
前

者
が
そ
の
独
自
の
リ
ス
ク
配
分
に
よ
っ
て
損
失
者
の
支
出
額
以
上
の
価
値
賠
償
を
も
指
示
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
費
用
償
還
が
弱
め
ら
れ

た
事
務
管
理
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
損
失
者
の
支
出
額
を
価
値
賠
償
の
上
限
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

冨
只
四
月
巴
帥
・
白
血
。
・
-
河
内
同
ロ
『
・
。
。
。
円

(弘)』曲目
S
Z
注

(
6
)
印・

ω
民
・
印
'
H
O
回

目

(

何

日

)

』

白

骨

O
宮・

8

9
・∞
-H(}N

(
必
)
』
曲
w
o
g・
2
0
・∞

H
O
N
同

(

幻

)

』

印

-
S
F
M
-
g
o
-
-
m
-
H
O
ω

(
組
)
』
同
宵
C
U
M
-
E
0
・∞
-
H
O
品

・

(

的

)

』

呉

D
Z
-
S
0
・
m
-
H
同市
WR-

(
印
)
例
え
ば
、

H
U
E
R
『
¥
Z
R
2
5
-
p
s
o
-
-
∞
-Ng『
円
な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
関
し
て
は
、
川
角
由
和
「
不
当
利
得
法
に
お
け
る
『
出
費
節
約
』

観
念
の
意
義

i
l
ひ
と
つ
の
批
判
的
考
察
|
|
」
島
大
法
学
三
四
巻
二
号
一
頁
以
下
(
平
2
)
に
詳
細
で
あ
る
。

(
日
)
』
島
0
5・
g
o
-
-
ω
・
5
日

目

(

臼

)
z
r
o
g
-
g
o
-
-
ω
・
5
叶円

(臼
)
U
r
C
U
M
-
g
o
-
-
-
∞
-H{)
∞

同

(

日

)
y
r
c
σ
凶・出回
0

・
ω
戸
{

)

ψ

円

(
日
)
』
MWFSσ
∞-
E
O
-
-
m
H
H
O
『・

ω

H

H

N

-

(

日
)
U
r
D
Z
-
S
0
・
ω
H
H
A戸時・

(
町
)
』
白
-

s

z

-

B

i

o

-

ω

H

H

G

(

日
)
z
r
c
g
-
g
o
-
-
∞
HH
品問問・・

ω
-
H
H
。・

(
印
)
』
包
向
。

σ凹
・
白
川

WO--
∞-
H
H
2

(印
)
7
z
z
-
g
o
-
-
ω
H
H
斗
ロ
'
ド
イ
ツ
民
法
の
不
当
利
得
の
効
果
に
あ
て
ら
れ
た
原
則
的
規
定
(
∞
の
∞

m
∞
冨
)
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
庚
瀬

克
巨
「
利
得
お
よ
び
収
益
の
返
還
に
つ
い
て
|
ド
イ
ツ
民
法
典
八
一
八
条
成
立
の
経
緯
|
」
法
学
新
報
九
七
巻
一
・
二
号
一
四
九
頁
以
下
が
、

非
常
に
詳
細
な
紹
介
・
検
討
を
加
え
て
い
る
。

(日)』曲目円
CUM-
曲目
woe-
∞
eHNω
目
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説

(
臼
)
』
得
。
σ∞
-EC--m・
5
0円

。
忠
呂
田
2
2
-
F『
2
Z
E口問
E
凹同
-2nFσ
巳
〈
巾
『
玄
E

E口問『『巾ヨ
ι
q
r
n
F
2・
の
い
・
∞
-
N
3民
は
、
貸
金
の
返
還
を
無
権
限
処
分
者
の
債

滞
解
放
を
条
件
に
認
め
た
判
例
(
問
。
NH
印∞・

2)
及
び
代
位
物
を
返
還
請
求
の
対
象
と
す
る
学
説
(
シ
ユ
ル
ツ
説
も
こ
れ
に
属
す
る
)
を
批
判

し
|
|
既
存
債
務
の
担
保
、
第
三
者
の
為
に
担
保
設
定
し
た
場
合
の
不
都
合
を
指
摘
す
る
1

1
、
回
。
∞
四
∞

E
H
∞-
H

が
代
償
思
想
を
表
現
し
た

も
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

(
臼
)
∞
の
出
目
。
。
。
・

H0・
N∞
は
、
回
。
∞
叩
∞

E
H
ω
-
H
の
無
権
利
者
の
処
分
で
は
な
く
無
効
と
な
っ
た
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
所
有
権
移
転
し
た
土
地

に
担
保
設
定
さ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。
但
し
、
問
題
の
焦
点
は
同
様
で
あ
る
。
判
例
は
、
担
保
設
定
に
よ
り
現
物
返
還
不
可
能
、
ゆ
え
に
価
値

賠
償
、
そ
の
価
値
は
土
地
の
価
額
の
低
下
H
担
保
債
権
額
と
い
う
論
理
で
、
借
入
金
の
返
還
を
指
示
し
て
い
る
。
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ω
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)
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宮
白
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-
N
S民・

(
訂
)
却
っ
て
、
通
説
の
立
場
か
ら
も
、
借
入
金
の
返
還
を
認
め
る
こ
と
が
論
理
必
然
的
に
退
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
解
決
の
実
効
性
の
問
題
を

示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
し
て
、

-
u
-
W
E
R
g
-
F冊
目
・
の
宮
市
『
凹
門
F
E
R
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円
『
何
百
四
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間
宮
口
全
宮
g
p
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R
Z
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丘
四
円
巾
回
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『
2
門
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ロ
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四
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の『

5
ι
-
a
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4
2号
ロ
N

・
3
2胃
宮

2
2・
5
∞
少
∞
・

2
R
-
∞
・
合
同
・
但
し
、
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ

l
ム
は
、
借
入
金
全
額
と
担
保
設
定
者
の
(
分
割
)

弁
済
金
と
の
不
等
価
性
故
に
借
入
金
の
返
還
に
反
対
す
る
。

(

侃

)

』

MLSσ
少
世

mwo--
∞-Hω
印・

(
的
)
巴
・
問
。
ョ
や
C
ロ
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町
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巴
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『
2
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E
口四・叶
M
Z
U
巾印門担ロ己巾ロロ
ι
c
Eロ=口四回目】『
O
Z
2
5
5
「巾口

F
Z〈巾『間
-
2
円
F
g円山市ロ∞戸内
F
F
H匂
∞
印
・
∞
・
。
印
同
町

参
照

(
刊
)
問
。
巳
開
-EMPO--ω
・。ぇ・

(η)
わ
が
国
の
判
例
で
も
、
最
判
昭
和
三
八
年
二
一
月
二
四
日
民
集
一
七
巻
二
一
号
一
七
二

O
頁
は
非
債
弁
済
の
ケ
l
ス
で
利
息
の
返
還
を
認
め

て
い
る
。
学
説
は
従
来
利
息
の
是
非
に
つ
い
て
結
論
、
理
由
づ
け
も
区
々
で
あ
っ
た
が
、
利
息
は
当
然
に
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解

に
収
束
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

興
味
深
い
の
が
、
こ
の
わ
が
国
の
ケ
l
ス
で
も
、
又
ド
イ
ツ
の
判
例
が
初
期
に
利
息
の
返
還
を
認
め
た
ケ
l
ス
で
も
、
受
益
者
が
銀
行
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、

m
c
N印
ω・
ωめ
ω
ド
イ
ツ
で
は
、
利
息
を
現
実
に
取
得
す
る
に
違
い
な
い
銀
行
か
ら
始
ま
っ
て
一
般
化
さ
れ
て
い

論
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パウルス文(D.18.4.21)の解釈史

っ
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N
Z
呂
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同
O
K巾
ι
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H
A
凶
〉
σ∞
-
H
ω
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円
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問
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国
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Z
F
E
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5
E
巾
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・
5
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ω
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民
等
。
特
に
ω
ω
。
叶
『

(η)
関
宮
百
注
(
ω
)
ω
・
5
0
R
-
ω
・
口
。
は
、
分
業
化
さ
れ
市
場
が
成
立
し
た
社
会
で
は
じ
め
て
売
得
金
が
物
の
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

(
九
)
関
宮
お
注

(
3
)
∞

-

E

K

H

(

百

)

の

先

g
g
q
q
前
掲
注

(
2
)
第
一
論
文
、
伊
N
S

(
河
)
民
「
R
S
F
F
巾
『
円
σ匡
円
『
己
巾
∞
∞
円
『
己
且
『
2
F
Z
-
回
品
]
[
・
-
H
N
・
〉
=
2
・
H句
、
吋

m
y
ω
-
N印
土

門

(
円
)
}
ハ
E
G
注
(
印
)
∞
・
口
。
は
、

B
G
B
八
一
八
条
一
項
一
文
を
、
損
失
者
は
第
一
次
的
に
売
得
金
を
利
得
で
あ
る
と
主
張
で
き
、
利
得
者
は
こ

れ
に
対
し
て
客
観
的
価
値
が
売
得
金
を
下
回
る
と
い
う
証
明
責
任
を
負
う
、
と
い
う
夙
に
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。
な
お
、
貝
吉
G
-

F
E
各
市
『
=
ロ
明
日
『
m
n
F
?
の
E
R
Z
2
5
門
戸
〈
0
3円
E
Z
巾
N
=
『
C
Z
2
5巳
Z
異
色
巾
日
伊
豆
奇
R
F
F
∞
仏
国
-
コ

g-
∞
・
5
5
R
も
参
照
。
同
鑑
定

意
見
の
紹
介
と
し
て
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
不
当
利
得
法
上
の
諸
問
題
|
|
デ
ト
レ
フ
・
ケ
l
ニ
ッ
ヒ
の
鑑
定
意
見
と
法
律
案
の
紹
介
を
通
じ
て

|
」
『
西
ド
イ
ツ
債
務
法
鑑
定
意
見
の
研
究
』
(
日
本
評
論
社
・
昭
日
)
一
一
一
九
一
頁
以
下
の
立
法
案
も
参
照
。

(市

)
B
G
B
二
八
一
条
の
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
へ
の
拡
大
に
関
し
て
、
磯
村
保
「
二
重
売
買
と
債
権
侵
害
|
|
『
自
由
競
争
』
論
の
神
話

l
l
H

口
臼
」
神
戸
法
学
三
五
巻
二
号
三
八
五
頁
以
下
、
三
六
巻
一
号
二
五
頁
以
下
、
三
六
巻
二
号
二
八
九
頁
以
下
(
昭
日
・
臼
)
が
、
債
権
侵
害
の

角
度
か
ら
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
但
し
、
不
当
利
得
法
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
問
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。

わ
が
国
で
も
、
代
償
請
求
を
認
め
た
と
さ
れ
る
、
最
判
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
一
一
一
一
一
日
民
集
二

O
巻
一

O
号
一
一
一
一
一
一
頁
を
契
機
に
議
論
は
あ

る
が
、
法
律
行
為
に
よ
る
利
益
を
ど
こ
ま
で
代
償
請
求
に
含
め
て
い
く
か
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
又
、
不
当
利
得
で
の
価
値
賠
償
と

代
位
物
と
の
関
係
も
充
分
な
整
理
が
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
代
償
請
求
を
制
限
的
に
解
す
る
|
|
損
害
賠
償
請
求
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
|
n

，，
 

見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、
前
回
達
明
「
口
述
・
債
権
総
論
(
第
三
版
)
」
(
成
文
堂
・
平
5
)
一
一
一
二
.
頁
。
反
対
に
、
沢
井
裕
「
テ
キ
ス
ト
ブ

m

y

ク
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」
(
有
斐
閣
・
平
4
)
は
、
代
償
請
求
を
広
く
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
二
頁
以
下
、
六

O
頁

以

阿

下。

nv

(
円
)
国
間
♀
F
C
E
g
w
g
N
Z
『
の

2
5ロ
Z
P
E
口
問
5
E
『
脅
さ
各
自
河
巾
門
戸
忠
印
門
的
円
F
ユP
E
円
甲
山
市
『
宮
ユ
z
a
m
『
-
富
島
市
F
E
E
-
ω
・
ω
S
R
は
、
民
到

法
、
破
産
法
等
の
実
定
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
代
償
請
求
の
規
定
が
、
利
益
の
返
還
を
一
般
的
に
認
め
て
い
く
契
機
と
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
制
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て
い
る
。
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